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ＲＩ 会長メッセージ 

 

 

 

「よいことのために手を取りあおう」 

2025～2026年度 国際ロータリー会長 

フランチェスコ・アレッツォ氏 

親愛なる友人の皆さま 

2 週間前、私は自宅の居間で孫たちと遊んでいました。その数日後、私はカルガリー行きの
飛行機に乗り、この素晴らしい組織を率いるという突然の責任を負うこととなりました。人生は
あっという間に過ぎますが、自分がいるべき場所に導いてくれるものです。 
今年度の始まりに、次の明確なメッセージをお伝えしたいと思います：よいことのために手を

取りあおう。シンプルながら、力強いフレーズです。ロータリーでは、あらゆる取り組み、日々の
奉仕、入会してくる新会員、世界的な課題への対応の裏に、二つのことがあります。それは
「友情」と「信頼」です。 
強いクラブは、友情と信頼によって築かれます。私たちは、友情と信頼のもとに有意義なパ

ートナーシップを築き、世界的な問題を各地域で解決へと導きます。私たちは、肩書や称賛の
ためでなく、謙虚さ、人間性、思いやりをもってリーダーシップを発揮します。しかし、実のとこ
ろ、このようなリーダーシップは必ずしも簡単ではありません。私たちは人間であり、間違えるこ
ともあります。意見が対立することもありますが、ロータリーではより大きな視点が求められま
す。ロータリーのビジョン声明の全文を見てみましょう：  
「私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むた
めに、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています」  
特に肝心なのは、「自分自身の中で」という部分です。なぜなら、変革とは戦略から始まるも
のではないからです。変革は、一人ひとりの人格や互いへの接し方から始まります。どのように
耳を傾け、サポートし、奉仕するかということから始まるのです。 
今年度、そのことを胸にリーダーシップを発揮していただくようお願いいたします。関係を通

じてロータリーを成長させ、より親しみやすく、柔軟で、新しいアイデアを受け入れるクラブとな
り、1 年という枠を超えてビッグに考えてください。私たちの任期はあっという間ですが、継続
性とビジョンを持って計画、行動すれば、末長いインパクトを生むことができます。私たちの優
先事項が、会員増強、ポリオ、平和であることも忘れないようにしましょう。かつてないほどポリ
オの根絶に近づいていますが、ここで歩みを止めるわけにはいきません。世界の子どもたちと
の約束を守らなければなりません。また、ロータリーは 1 世紀以上にわたって平和を構築して
きました。安全な水のシステム、青少年交換、母子の健康プロジェクトなど、あらゆる活動が平
和へのステップとなります。 
私が若き職業人としてロータリーに入会したとき、役に立ちたいと強く思っていましたが、人

前で話すことを恐れていました。ロータリアンの仲間たちが私を信頼し、さまざまな役割を担う
よう背中を押してくれました。そうする中で、ロータリーが私の人生を変えました。ロータリーは、
勇気と目的を与えてくれました。何よりも、皆さま、すなわち世界中の友人、チーム、ファミリーを
与えてくれました。 
友人の皆さま、引き出しの奥にしまっていた夢、特に大きすぎたり大胆すぎたりして実現でき

ないと思っていた夢を、取り出すときが来ました。その夢に光を当てましょう。クラブ、地域社
会、そして世界のために、よいことのために手を取りあおうではありませんか。リーダーとして奉
仕するだけでなく、喜び、つながり、愛に満ちた 1 年といたしましょう。 

感謝と敬意を込めて 
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2025～2026年度 国際ロータリー会長プロフィール 

 

 

フランチェスコ・アレッツォ氏 

ラグーザ・ロータリークラブ 

イタリア 

パドヴァ大学卒業。イタリア、ヨーロッパ、アメリカの矯正歯科協会のメンバーであり、イタリ
アとヨーロッパの舌矯正歯科協会のメンバーでもある。カリアリ大学歯学部で舌矯正歯科の
修士号も取得。 

ラグーザ県の National Association of Italian Dentistsの副会長を務め、National 
Trust for Italy創設者として同団体で 7年間ラグーサ県を代表。 

シチリア島モンティ・イブレイ地域での農業企業の所有に加え、この地域での良質な石油
生産を管理・規制するコンソーシアムの管理評議会の副会長を務める。同地域に二つのブテ
ィックホテルを所有。趣味は現代美術鑑賞とオペラ。 

36年来のロータリー会員であり、合同戦略計画委員会副委員長、RI理事、2023年メ
ルボルン国際大会委員長、ラーニングファシリテーター、地区大会での会長代理などを歴
任。 

観光業界の起業家であるアナ・マリア・アレッツォ・クリシオーネ夫人との間に二人の娘さ
んと二人のお孫さんがいる。娘のラファエラさんはロータリー青少年交換で米国フロリダ州に
1年留学。妻アナ・マリアさんと共にロータリー財団のベネファクターとメジャードナーとなって
いる。 
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  2025～2026 年度 

国際ロータリー第 2720 地区ガバナー 

 

ご   挨   拶 

 

国際ロータリー第 2720地区 

    2025～2026年度 ガバナー 藤 田 千克由  
 
 
 

【2025～2026年度 地区スローガン】 

「みんなでつなぐ、育てる、ロータリーリレーションシップ」 
 
本年度の重点活動は、地域社会との連携を強化し、「つなぐ」ことでメンバー同士の関係を深め

て協力的な精神を育み、「育てる」ことで会員や若者のリーダーシップを育成し、持続可能な発

展を目指すことを目的としています。 

 

1.コミュニケーションの機会を増やして、心と心をつなごう 

前年度中にガバナー補佐を交えて全クラブの会長幹事と懇談会（通称：居酒屋ミーティング） 

を行い、お互いを知り、クラブの特色や課題の共有を行いました。その時に上がった課題を次 

にガバナー公式訪問ならびに会長幹事懇談会に繋げ、グループディスカッション形式の会長幹 

事懇談会においてみんなで解決方法を探ることにより、クラブ同士の連携と友情を深めたいと 

考えています。さらに年度末にはその成果の確認と表彰に繋げます。 

 

2.地域社会との連携から生まれる可能性を探り、実現しよう 

ロータリーキッズプログラム（こども屋台選手権）や RCCの立ち上げに取り組むことで、参加 

者の基盤を拡げるよう、試みます。 

また、全国 RYLA研究会を主催することで RYLA の今後の可能性を探り、RYLAによる公共イメ 

ージのアップが参加者の基盤拡大につながるシステムを構築します。 

地域活動の一環としてポリオプラスの活動の継続を行い、ロータリーの公共イメージ向上に努 

めます。 

 

3.心をつなぐこと、連携することを通じて仲間を増やそう 

キッズプログラムや RCCの成果が会員増強につながるように工夫するほか、メディアを利用す 

ることにより公共イメージの向上をはかり、会員増強につなげます。 

 

4.地区のガバナンスと組織進化への取り組み 

パストガバナーに各部門のアドバイザーになっていただき、各部門のさらなるスキルアップを 

はかります。 

出前セミナーを通じて各クラブが RIの情報を入手し、各クラブの課題解決を試みます。各ク 

ラブは必ず年 1回は出前セミナーを依頼して下さい。また、各クラブが出前セミナーを行う際 

にガバナー補佐にできるだけクラブ訪問を行ってもらい、成果を見届けてもらうことをシステ 

ム化します。 

全地区委員が出前セミナーを行えるようにトレーニングすることで、やりがいや責任を感じて 
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もらいます。また、すべてのクラブから地区委員が出向することで、地区とクラブのつながり 

の強化をはかります。 

 

5.努力を成果につなげよう 

各クラブの取り組みの結果を可視化して共有し、地区大会での表彰（会長・ガバナー補佐・部 

門長のライン表彰）につなげます 

そしてまたさらに次年度計画の策定と普及につなげていきます。 

 

ガバナーメッセージ 

つながることでの効果・効能 

1.人と人がつながる 

ロータリー活動を通じて人と人がつながることで、さまざまな素晴らしいものが生まれます。 

⑴信頼と友情: 共通の目的や価値観を共有する中で、深い信頼と生涯続く友情が育まれます。 

⑵コミュニティの改善: 一緒にプロジェクトを進めることで、地域社会や世界規模の問題解決

に貢献する成果を生み出します。 

⑶視野の拡大: 異なる背景を持つ人々と交流することで、考え方が広がり、文化や価値観への

理解が深まります。 

⑷自己成長: 他者と協力し目標を達成する中で、リーダーシップや新しいスキルを身につける

ことができます。 

⑸インスピレーション: 他のメンバーの経験や活動から新しいアイデアや刺激を受けることが

できます。 

人と人がつながる力が、ロータリー活動の核であり、それによって多くの良い変化を生み出し 

ます。 

2.ロータリークラブが他団体や人とつながる 

ロータリー活動を通じて他団体や人とつながることで、多様な視点や協力による素晴らしい成 

果が生まれます。 

⑴共同プロジェクトの成功: 異なる団体や人々と協力することで、より大規模で効果的なプロ

ジェクトを実現できます。例えば、教育支援や医療支援など、複雑な課題に対処する際に幅

広いリソースを活用できます。 

⑵ネットワークの拡大: 他団体や個人と交流することで、新たなつながりやパートナーシップ

が形成され、活動範囲が広がります。 

⑶イノベーション: 他団体や異なる背景を持つ人々との交流から、新しいアイデアや解決方法

が生まれることがあります。 

⑷社会的インパクトの向上: 多くの人々と協力することで、より広い範囲で社会的な影響を与

えることができます。 

⑸信頼と理解の構築: 異なる団体や文化を尊重しつつ協力することで、相互理解と信頼が深ま

り、長期的な関係性の基盤となります。 

 

今年度 1 年間、みなさま一人ひとりがぜひたくさんのつながりを創り、クラブと自分自身の成

長につなげて下さることを願っています。 
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2025～2026年度 国際ロータリー第 2720地区ガバナー 

プロフィール 

 

藤田 千克由（ふじた ちかよし） 

 

 

所属クラブ 大分中央ロータリークラブ 
生 年 月 日  1962 年(昭和 37年)10 月 16日 
 

 

職 業 分 類 タクシー業 

最 終 学 歴  大分県立森高等学校 

勤 務 先 大分トキハタクシー（株） 

勤 務 先 役 職 顧問 

 

【公 職】 

2002年度 公益社団法人日本青年会議所 副会頭 

2007年度 公益社団法人日本 PTA全国協議会 理事 

2007年度 大分県 PTA連合会 会長 

【ロータリー歴】 

2009年 7月  大分中央ロータリークラブ入会 

2012-2013年 地区幹事 

2015-2016年 クラブ会長 

2022-2023年 ガバナー補佐 

2022-2023年 国際ロータリー第 2720地区 ガバナーノミニー・デジグネート 

2023-2024年 国際ロータリー第 2720地区 ガバナーノミニー 

2024-2025年 国際ロータリー第 2720地区 ガバナーエレクト 

【その他】 

ポール・ハリス・フェロー 
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2025～2026年度 国際ロータリー第 2720地区 地区の概況 

 

クラブ数  大分県  34クラブ＋1ＲＳＣ 

      熊本県  40クラブ＋1ＲＳＣ            

計   74クラブ＋2ＲＳＣ          ●ローターアクト提唱ＲＣ  

会員数   2,315名(2025年 4月末現在)                ○インターアクト提唱ＲＣ 

 
◆熊本第一グループ 
山鹿ロータリークラブ ●○玉名ロータリークラブ ○荒尾ロータリークラブ  
○玉名中央ロータリークラブ 

◆熊本第二グループ 
阿蘇ロータリークラブ 肥後大津ロータリークラブ 菊池ロータリークラブ  
○肥後小国ロータリークラブ 熊本菊南ロータリークラブ 熊本'05福祉ロータリークラブ 
熊本りんどうロータリークラブ 

◆熊本第三グループ 
●○熊本ロータリークラブ 熊本東ロータリークラブ ●熊本北ロータリークラブ  
●熊本東南ロータリークラブ ●熊本城東ロータリークラブ ●熊本グリーンロータリークラブ
熊本平成ロータリークラブ 熊本水前寺公園ロータリークラブ 熊本城東 Yon-Nasse衛星クラブ 

◆熊本第四グループ 
●○熊本南ロータリークラブ 熊本江南ロータリークラブ 熊本西南ロータリークラブ  
熊本中央ロータリークラブ ○熊本西ロータリークラブ 熊本西稜ロータリークラブ 

◆熊本第五グループ 
●○八代ロータリークラブ 八代北ロータリークラブ 八代南ロータリークラブ  
宇土ロータリークラブ ○八代東ロータリークラブ  

◆熊本第六グループ 
●人吉ロータリークラブ ○水俣ロータリークラブ 多良木ロータリークラブ  
芦北ロータリークラブ 人吉中央ロータリークラブ 

◆熊本第七グループ 
○天草ロータリークラブ 牛深ロータリークラブ 西天草ロータリークラブ  
天草中央ロータリークラブ 天草パールラインロータリークラブ 

◆大分第一グループ 
○中津ロータリークラブ ○日田ロータリークラブ 中津中央ロータリークラブ  
●日田中央ロータリークラブ 玖珠ロータリークラブ 中津平成ロータリークラブ 

◆大分第二グループ 
○豊後高田ロータリークラブ ○宇佐ロータリークラブ 杵築ロータリークラブ  
くにさきロータリークラブ ○宇佐八幡ロータリークラブ 宇佐 2001ロータリークラブ 

 杵築 one heartロータリー衛星クラブ 
◆大分第三グループ 
●別府ロータリークラブ ●○別府北ロータリークラブ 別府東ロータリークラブ  
日出ロータリークラブ ○別府中央ロータリークラブ 湯布院ロータリークラブ 

◆大分第四グループ 
●○大分ロータリークラブ ○大分東ロータリークラブ  大分キャピタルロータリークラブ 
○大分南ロータリークラブ ●○大分中央ロータリークラブ 大分城西ロータリークラブ 
大分 1985ロータリークラブ ○大分臨海ロータリークラブ 2720JapanO.K.ロータリーEクラブ 
大分キャピタル OliOliロータリークラブ 

◆大分第五グループ 
○竹田ロータリークラブ 佐伯ロータリークラブ 臼杵ロータリークラブ  
●津久見ロータリークラブ 豊後大野ロータリークラブ 佐伯 MARINEロータリークラブ 
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藤田 千克由ガバナー公式訪問例会次第 

 

 

 

2025年 7月 17日（木） 

中津・中津平成・中津中央 3クラブ合同公式訪問例会       於 ヴィラルーチェ中津 

 

11：00～11：30  各クラブ会長・幹事会 

 

11：30～12：00  各クラブ会長・幹事会 

 

12：30～13：30  3クラブ合同公式訪問例会          於 ヴィラルーチェ中津 

点 鐘 

            君が代 

            ロータリーソング「奉仕の理想」 

            ガバナー及びガバナー補佐紹介 

            会長の時間 

            幹事報告 

            出席報告 

             

13：00～13：30   ガバナーアドレス   藤田千克由ガバナー 

 

13：30～      点  鐘 

 

13：45～14：15   各クラブ会長・幹事会 
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クラブ運営基本方針 

 

 

中津中央ロータリークラブ 

2025～2026年度会長  梅 高 賢 正 

           

     2025～2026年度 中津中央ロータリークラブスローガン 

“連携・・・そして増強へ” 

 

2025-2026 年国際ロータリー2720地区、藤田千克由ガバナーは「みんなでつなぐ、育てる、

ロータリーリレーションシップ」をスローガンに、より良いロータリー、より良い未来に向

かって共に歩んでいくことを呼びかけています。そして、「ロータリーの主体はクラブであり、

クラブの活性化なくして、地区の活性化はありえません。」とも語っています。 

 私たち中津中央ロータリークラブは昨期、50周年という節目を迎え、過去の実績を振り返

り検証していく中で、先達の奉仕に対する熱意を感じることができました。より良い未来を

創造した先輩方の思いを継承していくことによりクラブの活性化した 1年でした。 

 一方、現在会員数は 17名と減少しており、中津中央ロータリーの行ってきた奉仕活動を継

続していくには、会員拡大は喫緊の課題です。 

 中津中央ロータリークラブの誇る継続事業には社会奉仕「城下町中津の町名由来版」、 

青少年奉仕「自分のなりたい職業(しごと)の絵」、そして、国際奉仕「大韓民国大田ロータリ

ークラブとの姉妹交流」があります。 

 私はこれらの事業を通して関係者、関係団体と連携を深め、この事業に賛同していただけ

る方々に会員になっていただけたらと思っています。そのためには現在の会員がさらに自分

のクラブを好きになっていただけるよう親睦を図ることも必要だと考えています。次の 10 年

の礎になるべく 1年にしたいと考えています。皆様、ご協力お願いいたします。 
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クラブのあゆみ 

幹事  福 田 太 郎 

 

1. クラブのあゆみ 
(1)創 立    創立年月日 1975年 6月 10日(昭和 50年) 

国際ロータリー加盟承認     1975年 6月 17日 
国際ロータリー加盟認証状伝達式 1976年 4月 25日 
チャーターメンバー24 名 
現在在籍者 0名 

(2)歴代会長・幹事 
                会  長          幹  事 
1975年～'75年度       小 川 吉 治       馬 場 好 明 
1975年～'76年度       小 川 吉 治       馬 場 好 明 
1976年～'77年度       小  西  英  一             藤  吉  慎  一 
1977年～'78年度       井  上  政  治             山  本  博  史 
1978年～'79年度       太  田  昌  雄             向  笠      寛 
1979年～'80年度       高  椋  新太郎             馬  場  好  明(代理 市場勝) 
1980年～'81年度       松  本  古  寿             木  下  清  弓 
1981年～'82年度       長  野  静  司             辛  嶋      崇 
1982年～'83年度       武  吉  正  和             田  縁      實 
1983年～'84年度      向  笠      寛         今  石  昌  宏 
1984年～'85年度       大  神  正  之             江  藤  直  勝 
1985年～'86年度    馬 場 好 明             田  中  保  邦 
1986年～'87年度       白  石      浩             木  下  善  博 
1987年～'88年度       臼  杵  實  生       新  居  英  雅 
1988年～'89年度       田  縁      實             宿  利  公  夫 
1989年～'90年度       今  石  昌  宏             山  崎      博 
1990年～'91年度       山  本  博  史             今  吉      顥 
1991年～'92年度    稲 益 一 男       田  中  潤  二 
1992年～'93年度       江  藤  直  勝             浦  野  忠  義 
1993年～'94年度       新  居  英  雅             新  田  憲  一 
1994年～'95年度       宿  利  公  夫             山  本  一  彦 
1995年～'96年度       木  下  善  博             水  島  義  忠 
1996年～'97年度       田  中  保  邦             進      保  政 
1997年～'98年度       山  本  博  史             宮  田  康  司 
1998年～'99年度       山  本  一  彦             加  来      清 
1999年～2000年度      水  島  義  忠             東  納  英  一 
2000年～2001年度      進      保  政             島  田  眞  一 
2001年～2002年度      新 田  憲  一             馬  場  弥一郎 
2002年～2003年度      三  好  俊  典             安  田  雅  豊 
2003年～2004年度      東  納  英  一             上  野  紘  正 
2004年～2005年度      神  本  博  志             大  賀  重  毅 
2005年～2006年度      多  田  一  三             河  野  誠  男 
2006年～2007年度      河  野  誠  男             梅  高  賢  正 
2007年～2008年度      安  田  雅  豊             間  地  健  一 
2008年～2009年度      大  賀  重  毅             中  山  知  康 
2009年～2010年度      上  野  紘  正             水  島  義  忠 
2010年～2011年度      島  田  眞  一             河  野  誠  男 
2011年～2012年度      間  地  健  一             諌  山  宏  義 
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2012年～2013年度      梅  高  賢  正             岡  崎  誠  一 
2013年～2014年度      中  山  知  康             島  田  眞  一 
2014年～2015年度      諌  山  宏  義             古  田  廣  美 
2015年～2016年度      慶  田  祐  一             梅  高  賢  正 
2016年～2017年度      岡  崎  誠  一             梅  高  賢  正 
2017年～2018年度      古  田  廣  美             恒  藤  雅  彦 
2018年～2019年度    神  本  博  志             梅  高  賢  正 
2019年～2020年度    大  賀  重  毅             諌  山  宏  義 
2020年～2021年度   河  野  誠  男       堂 本 高 雄 
2021年～2022年度   恒  藤  雅  彦       堂 本 高 雄 
2022年～2023年度   古  田  廣  美       久 末 京 泰 
2023年～2024年度   慶  田  祐  一             梅  高  賢  正 
2024年～2025年度   堂 本 高 雄       三 宮 洋 平 

(3)創立以来の会員数の推移 

年 度 別 年度初 増 加 減 少 年度末 純増加率 

1975年 6月～'75年 6 月 24人 0 人   0人 24人 0.00％ 
1975年 7月～'76年 6 月 24 17 4 37 54.17 
1976年 7月～'77年 6 月 37 9 4 42 13.51 
1977年 7月～'78年 6 月 42 2 5 39 -7.14 
1978年 7月～'79年 6 月 39 4 4 39 0.00 
1979年 7月～'80年 6 月 39 1 3 37 -5.12 
1980年 7月～'81年 6 月 37 7 6 38 2.70 
1981年 7月～'82年 6 月 38 4 1 41 7.89 
1982年 7月～'83年 6 月 41 6 4 43 4.87 
1983年 7月～'84年 6 月 43 9 4 48 11.16 
1984年 7月～'85年 6 月 47 7 8 46 -2.12 
1985年 7月～'86年 6 月 46 5 1 50 8.69 
1986年 7月～'87年 6 月 50 5 7 48 -4.00 
1987年 7月～'88年 6 月 48 3 2 49 2.08 
1988年 7月～'89年 6 月 49 7 5 51 4.08 
1989年 7月～'90年 6 月 51 7 12 46 -9.80 
     (中津 平成 クラ ブ創 立 ) 
1990年 7月～'91年 6 月 46人 7 人 5人 48人 4.34％ 
1991年 7月～'92年 6 月 48  6  7  47  -2.09 
1992年 7月～'93年 6 月 47 7 4 50 4.25 
1993年 7月～'94年 6 月 50 4 4 50 0.00 
1994年 7月～'95年 6 月 50 6 5 51 2.00 
1995年 7月～'96年 6 月 51 10 8 53 3.92 
1996年 7月～'97年 6 月 53 3 8 48 -9.43 
1997年 7月～'98年 6 月 48 3 8 43 -10.41 
1998年 7月～'99年 6 月 43 7 8 42 -2.32 
1999年 7月～2000年 6月 42  1  7 36 -14.29 
2000年 7月～2001年 6月 36 6 4 38 5.55 
2001年 7月～2002年 6月 38 1 6 33 -13.16 
2002年 7月～2003年 6月 33 3 5 31 -6.06 
2003年 7月～2004年 6月 31 2 7 26 -16.12 

2004年 7月～2005年 6月 26 5 2 29 11.53 
2005年 7月～2006年 6月 29  2  5 26 -10.34 
2006年 7月～2007年 6月 26 2 2 26 0.00 

2007年 7月～2008年 6月 26 5 4 27 3.84 
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年 度 別 年度初 増 加 減 少 年度末 純増加率 

2008年 7月～2009年 6月 29人 3 人 1人 29人 7.40％ 
2009年 7月～2010年 6月 29 0 1 28 -3.40 
2010年 7月～2011年 6月 28 0 2 26 -7.14 
2011年 7月～2012年 6月 26 3 4 25 -3.85 
2012年 7月～2013年 6月 25 4 2 27 -8.00 
2013年 7月～2014年 6月 27 2 3 26 -3.71 
2014年 7月～2015年 6月 26 1 1 26 0.00 
2015年 7月～2016年 6月 25 0 2 23 -8.00 
2016年 7月～2017年 6月 23 2 3 22 -4.35 
2017年 7月～2018年 6月 22 1 2 21 -4.55 
2018年 7月～2019年 6月 21 1 2 20 -4.76 
2019年 7月～2020年 6月 20 3 5 18 -10.00 
2020年 7月～2021年 6月 18 0 0 18 0.00 
2021年 7月～2022年 6月 18 1 1 18 0.00 
2022年 7月～2023年 6月 18 0 0 18 0.00 
2023年 7月～2024年 6月 18 0 1 17 -6.00 
2024年 7月～2025年 6月 17 0 0 17 0.00 

(2025年 6月末現在) 
(4)出席状況 
1975～'76年度   99.64% 1992～'93年度   97.42% 2009～2010 年度  92.73% 
1976～'77年度   99.20% 1993～'94年度   96.59% 2010～2011 年度  92.92% 
1977～'78年度   98.12%           1994～'95年度   96.16% 2011～2012 年度  91.46% 
1978～'79年度   99.29% 1995～'96年度   98.59% 2012～2013 年度  91,68% 
1979～'80年度   99.21%           1996～'97年度   95.81% 2013～2014 年度  93.23% 
1980～'81年度   99.52%           1997～'98年度   95.78% 2014～2015 年度  91.93% 
1981～'82年度   98.07%           1998～'99年度   96.03% 2015～2016 年度  94.86% 
1982～'83年度   97.23%           1999～2000年度  93.53% 2016～2017 年度    100% 
1983～'84年度   97.09%           2000～2001年度  94.57% 2017～2018 年度    100% 
1984～'85年度   96.71%           2001～2002年度  91.53% 2018～2019 年度    100% 
1985～'86年度   96.67%           2002～2003年度  96.64% 2019～2020 年度    100% 
1986～'87年度   97.53%           2003～2004年度  94.56% 2020～2021 年度  99.52% 
1987～'88年度   97.94%           2004～2005年度  98.74% 2021～2022年度    100% 
1988～'89年度   98.91% 2005～2006年度  98.50% 2022～2023 年度  99.75% 
1989～'90年度   98.78% 2006～2007年度  92.78% 2023～2024 年度    100% 
1990～'91年度   97.92% 2007～2008年度  95.41% 2024～2025年度    100% 
1991～'92年度   97.11% 2008～2009年度  97.01% (2025年 6月末現在) 

(5)周年記念事業 
5周年記念事業(1979～'80年度)  中津駅観光案内板「城下町中津」を設置 
10周年記念事業(1984～'85年度)  ロータリーの千本松植樹 
15周年記念事業(1989～'90年度)  中津平成ロータリークラブ設立 
                 青少年交換学生プログラム(米国) 
20周年記念事業(1994～'95年度)  町名由来板設置 
                 韓国大田 RCと青少年交換 
25周年記念事業(1999～2000年度) 

クラブ行事では最終例会を夜間例会として、創立 25周年を記念して、会員、家族、ロー
ターアクトの皆様と共に、ささやかな式典を挙行、チャーターメンバー:山本博史会員、
江藤直勝会員による記念講演、長野、白石、臼杵、馬場、田縁、恒藤各会員に感謝状の贈
呈をしました。 
長野静司会員により 25周年を記念して、100号の絵画「山松」がクラブに寄贈され、後
日、中津市民病院に展示されることとなりました。 
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30周年記念事業(2004～2005年度)   職業奉仕部門 
自分がなりたい職業の絵の募集(財団地区補助金事業) 
社会奉仕部門     
城下町中津の町名板の設置(財団地区補助金事業) 
国際奉仕部門     
大田 RC 青少年交換のつづり「大田からの風」 
ロータリー財団部門   
トライトーンチャリティーコンサート 

40周年記念事業(2014～2015年度)   大田ロータリークラブ日韓青少年交換 
自分がなりたい職業の絵 
尾木直樹氏講演会 
中津地区伝統芸能への寄付 
ロータリーデーの実施(中津 3クラブとの共催)   
ポリオ募金 

50周年記念事業(2024～2025年度)   自分がなりたい職業の絵受賞者を日韓青少年交換へ招待 

                                     ｢町名由来板｣全 70枚を更新 

                                   子ども食堂への寄付、継続支援 
 
2. クラブの特色 

(1)中津中央ロータリー基金 
   1976年創設。会員一人当り毎月 1,000円の拠出金及び会員よりの自発的拠出金を積立て、

1,000万円を基本財産とする。これを越える金額については、周年記念事業またはそれに 
準ずる事業などに利用することができる。(1995年 2月改定) 

(2)姉妹クラブ 
RI3680地区大田 RC(韓国)と 1976年 4月 25 日姉妹クラブ締結。隔年に会員の相互訪問を
行っている。また、創立 20周年を記念して 1995 年から青少年交換プログラム(中高生を
対象に夏休みを利用して一週間程度の相互交換)を毎年行っている。 
 

歴代地区委員名簿 
1981～1982年度 (第 7期) ロータリー財団 財団奨学金委員会委員 向笠 寛 

1983～1984年度 (第 9期) ロータリー財団 財団奨学金委員会委員 向笠 寛 

1984～1985年度 (第 10期) ロータリー財団 財団奨学金委員会委員 向笠 寛 

1985～1986年度 (第 11期) ロータリー財団委員会財団奨学金委員長     向笠 寛 
世界社会奉仕委員会(兼姉妹地区委員会)委員 小西栄一 

1986～1987年度 (第 12期) 財団奨学金委員会委員長   向笠 寛 
ロータリー財団委員会委員 向笠 寛 

1987～1988年度 (第 13期) ロータリー財団委員会委員長 向笠 寛 
財団推進委員会委員長       向笠 寛 

1988～1989年度 (第 14期) ロータリー財団委員会委員長 向笠 寛 
財団推進委員会委員長 向笠 寛・分区代理 馬場好明 

1989～1990年度 (第 15期) ロータリー財団委員会委員長 向笠 寛 

1995～1996年度 (第 21期) ロータリー財団委員会 GSE小委員会委員 新居英雅 

1996～1997年度 (第 22期) 分区代理 稲益一男 
ロータリー財団委員会 GSE小委員会委員 新居英雅 

2000～2001年度 (第 26期) 新世代委員会 ローターアクト委員会委員 宮田康司 

2001～2002年度 (第 27期) ガバナー補佐 新居英雅 
新世代委員会 ローターアクト委員会委員 宮田康司 

2002～2003年度 (第 28期) 国際奉仕委員会 青少年交換委員会委員長 宮田康司 

2003～2004年度 (第 29期) 青少年交換委員会委員 宮田康司 
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2004～2005年度 (第 30期) クラブ奉仕委員会 副委員長  東納英一 

2005～2O06年度 (第 31期) クラブ奉仕委員会 
社会奉仕委員会 福祉推進委員会委員長 多田一三 

2006～2007年度 (第 32期) クラブ奉仕委員会 
社会奉仕委員会 福祉推進委員会委員長  多田一三 

2007～2008年度 (第 33期) ガパナー補佐 東納英一 社会奉仕小委員会 委員 多田一三 
国際奉仕小委員会 委員  河野誠男 

2008～2009年度 (第 34期) 社会奉仕小委員会 委員長 多田一三 
国際奉仕小委員会  委員  河野誠男 

2009～2010年度 (第 35期) 地区奉仕プロジェクト委員会 委員 多田一三 
社会奉仕小委員会     委員長 多田一三 

2010～2011年度 (第 36期) ロータリー財団大委員会 
地区補助金小委員会 河野誠男 

2013～2014年度 (第 39期) ガバナー補佐   河野誠男(大分第一グループ) 

2014～2015年度 (第 40期) 青少年交換委員会 梅高賢正 

2015～2016年度 (第 41期) 青少年奉仕部門 部門長 河野誠男 
危機管理委員会  委員 河野誠男 

2016～2017年度 (第 42期) 青少年奉仕部門 部門長 河野誠男 
危機管理委員会  委員 河野誠男 

2017～2018年度 (第 43期) 青少年奉仕部門 部門長 河野誠男 
危機管理委員会  委員 河野誠男 

2018～2019年度 (第 44期) 青少年奉仕部門 部門長 河野誠男 
危機管理委員会  委員 河野誠男 

2019～2020年度 (第 45期) ガバナー補佐  岡崎誠一(大分第一グループ) 
青少年奉仕部門  部門長  河野誠男 
危機管理委員会   委員  河野誠男 
地区副幹事    恒藤雅彦  

2023～2024年度 (第 49期) 地区副幹事    恒藤雅彦 

2025～2026年度 (第 51期) ガバナー補佐 諌山宏義(大分第一グループ) 
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クラブの現況 

幹事  福 田 太 郎 

 

１．名      称  中津中央ロータリークラブ（1975年 6月 10日創立） 
          2025～2026年度会長   梅高 賢正 

２．事 務 所  中津市宮夫 284-3 
東九州龍谷高等学校寮内 TEL 0979-31-0483  FAX 0979-31-0835 

３．事 務 局 員    服部 孝子     TEL 0979-22-2967 
４．例 会 場  大分県中津市東本町 2番地の 12 割烹丸清  TEL 0979-22-4055 
５．例 会 日 時    毎週火曜日 12：30～13：30 
６．定款及び細則 
      定   款   標準クラブ定款を採用 
          区域限界 中津市  人口 81,189人（2025年 4月 30 日現在） 
   細   則  推奨細則を採用 
          理 事 定 数  9名              
          年 次 総 会 日  12月第 2 火曜日           
          例 会 日  毎週火曜日 12：30～13：30     
           定例理事会日  毎月第 1火曜日 13：30～        
          入 会 金   50,000円                     
          会 費 年 額  200,000円 
          会員選挙の方法 
           1）正会員（アディショナル 正会員を含む） 
              出席理事の反対 2票以下          第 11条第 1節の（5） 
           2）シニアアクティブ、パストサービス及び名誉会員 
              出席理事の反対 2票以下             第 11条第 2節 
           第 1条 2案、第 2条 2案、第 4条 2案は抹消 
７．理事・役員・委員長及び委員（27ページに記載） 
８．会員名簿（30ページに記載） 
９．会員状況（2024年 7月 1日現在） 
  （1）会員数 
      会員総数      17名 
      正会員数      17名 

（2）年齢構成 
      最年少会員       45歳 

最年長会員       87歳 
平均年齢            63.53歳 

（3）会員歴 
    3年未満       0名 
       3年以上 5年未満   1名 
       5年以上 10年未満  5名 
    10年以上 15 年未満  2名 
    15年以上       9名 
（4）会員の職業分類（46ページに記載） 
（5）前期会員の異動 

入      会 退      会 

氏  名 年 月 日 職業分類 氏  名 年 月 日 職業分類 

なし なし 

 

第 1条第 1節 
第 4条第 1節 
第 4条第 4節 
第 4条第 4節 
第 5条第 1節 
第 5条第 2節 
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１０．クラブ活動状況及び活動方針 
幹事はクラブが効果的に機能するよう、会長の秘書として役割を果たし、又、国際ロータ 
リー、地区、クラブ理事会等の情報を速やかに伝えます。 
（1）定例理事会の開催 

（毎月第 1例会終了後）（臨時理事会 緊急で重要な案件が生じた場合、必要に応じて開催） 
（2）クラブ協議会の開催 
  （年 5～6回） 
（3）I.D.M（家庭集会）を前･後期各 1回開催 
  （会長エレクトが主催） 
（4）地区大会･協議会へできるだけ多く積極的に参加する。 
（5）クラブフォーラム 
   必要に応じてテーマを決めて行う。 
（6）クラブの拡大と充実 
   クラブ運営の安定と充実を図るために、会員増強と退会防止を最重要点とする。 
（7）ロータリー財団 

     前年度と同じく今年度も一人当たり 20ドルとする。 
（8）マルチプル･ポール･ハリス･フェロー、ポール･ハリス･フェロー、準フェロー及びベネ

ファクター 
イ．マルチプル･ポール･ハリス･フェロー 

 豊 永 泰 弘 ・ 新 居 英 雅 ・ 進      保  政 
  (宿 利 公 夫） ・ 東  納  英  一 ・ 神  本  博  志 
 (江  藤  直  勝) ・ （山  本  博  史） ・ 河  野  誠  男 
 （上  野  紘  正） ・ 安  田  雅  豊 ・ 大  賀  重  毅 

島 田 眞 一  梅 高 賢 正  慶 田 祐 一 
                                               15名（ ）は故人 

ロ．ポール･ハリス･フェロー 
（馬 場 好 明） ・ （長 野 静 司） ・ (高 椋 新太郎) 
（今 石 昌 宏） ・ (稲 益 一 男) ・ （白 石     浩） 
（大 神 正 之) ・ （臼 杵 實 生） ・ （今 泉 栄 一） 
 （木  下  善  博） ・ （恒 藤   元） ・ （小 西 英 一） 
（福 川   實） ・ （太 田 昌 雄） ・ （馬 場 マ ツ） 
（田 縁      實） ・ （山 本 一 彦） ・ （恒 藤   武） 
 河 野 邦 憲 ・ 大 森   憲 ・ （宮 田 康 司） 

 （有 松 克 利） ・ 今 吉    顥 ・ 浦  野  忠  義 
 田 中 保 邦 ・ （水 島 義 忠） ・ 新  田  憲  一 

 （多 田 一 三） ・ 時  田  雄  次 ・  
29名（ ）は故人 

ハ．マルチプル･ポール･ハリス･フェロー(認証据置きクレジットの活用による) 

（馬 場 マ ツ） ・ 神 本 多貴子  大 賀 京 子 
河 野 暢 子     

4名（ ）は故人 
ニ．ポール･ハリス･フェロー(認証据置きクレジットの活用による) 

（池 中 康 雄） ・ （小 川   妙） ・ 小 西 美恵子 
井 上 民 子 ・ （太  田  初  子） ・ 高  椋  美代子 
松  本  キヨ子 ・ 長 野 茂 子 ・ 大 神 弥 生 

（白  石  愛  子） ・ （臼  杵  京  子） ・ 田 縁 紀 子 
今 石 雅 子 ・ 山 本 曜 子 ・ （稲 益 九 重） 

（江  藤  明  美） ・ 新  居  悦  子 ・ 宿  利      眸 
木  下  多輝子 ・ 田 中 洋 子 ・ （山  本  喜美江） 
 水 島 文 代 ・ 進    梨 花 ・ 新  田  悟  美 
 服 部 孝 子 ・ 三 好 祥 子 ・ 東  納  多美子 
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多 田 玲 子 ・ 安 田 朗 子 ・ 上 野 百 代 
島 田 由 起 ・ 間 地 順 子 ・ 梅 高 聡 子 
中 山 佳 子 ・ 諌 山 磨 理 ・ 慶 田 美 穂 
岡  崎  由香里 ・ 古 田 穂 波 ・ 恒 藤 幸 子 

39名（ ）は故人 
ホ．ポール･ハリス･準フェロー 

重  松 良  輔  (6.0 回)  ･  保  科 栄  一  (6.0 回)  ･ 瀬  口  啓  一 (8.0 回) 
   （舛  友      勝）(3.0 回)  ･  山 崎      博  (6.0 回)  ･ 本  田 元  治 (2.0 回) 
        茶 屋 博 利  (3.0 回)  ･（池 永  公比古）(6.0 回)  ･ 井 堀 治 幸 (1.0 回) 
     三 好 俊 典  (9.0 回)  ･  江 渕 和 雄  (2.0 回)  ･ 田 中 潤 二 (1.0 回) 
     加 来   清  (6.0 回)  ･（佐  藤  敏  彦）(6.0 回)  ･ 浅 井 英 男 (5.0 回) 
   （今  石  昌  宏）(1.0 回)  ･  馬  場  弥一郎  (3.0 回)  ･ 永 吉 伸 明 (2.0 回) 
     山 本   元  (1.0 回)  ･  友  松  三樹男  (4.0 回)  ･ 高 橋 紀 男 (2.0 回) 
    野 畑  宗  幸  (1.0 回)  ･  氏 田 健 二  (2.0 回)  ･ 金 川 伸 二 (4.0 回) 
        河 野 貴 久  (3.0 回)  ･  中 村 正 明  (2.0 回)  ･ 後 藤 雅 和 (1.0 回) 
    渡 辺 英 一  (1.0 回)  ･  堤   健 生  (2.5 回)  ･ 出 口 龍 馬 (5.0 回) 
    川 島 圭 司  (2.5 回)  ･  光 石 和 敏  (4.0 回)  ･ 堂 本 高 雄 (1.01 回) 
    永  岡  純一郎  (4.5 回)  ･  久 末 京 泰  (8.6 回)  ･ 髙 野 敏 治 (7.1 回) 
    三 宮 洋 平  (5.6 回)  ･  境   弘 行  (3.6 回)  ･ 福 田 太 郎 (3.6 回) 

39名（ ）は故人 
      ヘ．ベネファクター 

（馬  場  好  明） ・ （宿  利  公  夫） ・ （稲  益  一  男） 
（白  石     浩）     

4名（ ）は故人 
      チ．マルチプル･ポール･ハリス･フェロー(途中の方) 

（今  泉  栄  一）(7.0回) ･（稲  益  一  男）(5.0 回) ･（水  島  義  忠）(5.0 回) 

（多  田  一  三）(3.0回) ･ (田 縁   實) (3.0 回) ･ 間 地 健 一  (5.5 回) 

岡 崎 誠 一  (9.1 回) ･  中 山 知 康  (4.5回) ･ 諌 山 宏 義  (1.01 回)  
古 田 廣 美  (5.1 回) ･ 恒 藤 雅 彦  (5.1回) 

                                         11名（ ）は故人 
(9) 米山奨学会 
イ．米山功労者 
（向  笠      寛） ・ （白  石      浩） ・ （臼  杵  實  生） 
 （山  本  博  史） ・ （高  椋  新太郎） ・ （馬  場  好  明） 
 （今  石  昌  宏） ・ （長  野  静  司） ・ （稲  益  一  男） 
（宮  田  康  司） ・ （大  神  正  之） ・ （山  本  一  彦） 
（恒  藤     武） ・ 大 森   憲 ・ （江  藤  直  勝） 
（宿  利  公  夫） ・ 新  居  英  雅 ・ 神  本  博  志 
（今  泉  栄  一） ・ 東  納  英  一 ・ （多  田  一  三） 
大  賀  重  毅 ・ （水  島  義  忠） ・ 岡 崎 誠 一 
(豊 永 泰 弘) ・ 河  野  誠  男 ・ 島 田 眞 一 
梅 高 賢 正 ・ 慶 田 祐 一 ・ (間 地 健 一) 
諌 山 宏 義 ・ 古 田 廣 美 ・ 安 田 雅 豊 
恒 藤 雅 彦     

34名（ ）は故人 
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ロ．米山準功労者 
浅 井 英 男  (5 回)  ･（木  下  善  博）(8 回)  ･  重 松 良 輔  (1 回) 
(田 中 保 邦) (4 回)  ･  茶 屋 博 利  (4回)  ･（池  永  公比古）(5 回) 
高 橋 紀 男  (2 回)  ･  後 藤 雅 和  (1 回)  ･（舛  友     勝）(2 回) 

酒 井 利 幸  (1 回)  ･  中 山 知 康  (8 回)  ･  税 田   潤  (1 回) 
（上  野  紘  正）(3 回)  ･  進      保  政  (3回)  ･  出 口 龍 馬  (1 回) 

     光 石 和 敏  (2 回)  ･  髙 野 敏 治  (5 回)  ･  久 末 京 泰 (4 回) 

           境    弘 行 (1 回) 

   19名（ ）は故人 
１１．中津中央ロータリークラブの内規及び規約 
   クラブ運営を円滑に行えるように、内規及び規約を定めている。 
   １)中津中央ロータリークラブ細則運用内規 
   ２)中津中央 RC奉仕事業積立金 
   ３)贈与金規定 
   ４)経費に関する内規 
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１３．備品目録 

 

 

  

RI 加盟認証状              1 

韓国大田 RC姉妹締結調印書        ２ 

ローターアクトクラブ認証状            １ 

国旗                                  ２ 

クラブ旗(白・紺)                      ２ 

ロータリー鐘                          １ 

大田ロータリークラブ歓迎横断幕        １ 

ニコニコ BOX                           1 

テープレコーダー                      ２ 

例会場バッジ入                        １ 

他クラブバナー(掛軸)                  ３ 

３H運動バナー                        1 

ポール･ハリスの声(ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ)           １ 

ロータリー財団１，０００％達成賞状    １ 

ロータリー財団１，４００％達成賞状    １ 

ロータリー財団２，９００％達成賞状    １ 

ロータリー財団３，２００％達成賞状    １ 

ロータリー財団４，６００％達成賞状    １ 

出席優秀クラブ表彰バナー              １ 

７５周年記念奉仕賞状                  １ 

愛の切手収集運動感謝状         １ 

中津地区少年補導会感謝状        １ 

社会福祉法人直心会感謝状        １ 

RI 会長賞賞状              1 

カセットデッキ             １ 

ラジカセ                ２ 

中津中央ロータリークラブタスキ    99本 

ポラロイドカメラ            １ 

歌詞ボード               ４ 

黒板                  １ 

演台                  １ 

ロータリー財団寄付１０，０００％達成表彰状   １ 

米山功労クラブ表彰状          ８ 

ポリオプラス最終目標達成クラブ表彰状  １ 

クラブ新設賞表彰状              １ 

ポリオプラス２００％達成クラブ表彰状  １ 

卓上旗台                              １ 

米山功労クラブメダル                  ４ 

事務机                            ２ 

椅子                     21 

保管庫 S-360AY                       1 

保管庫 S-K360AY             ２ 

  

ビジネスキッチン                      １ 

会議テーブル                     ２ 

折りたたみテーブル                    １ 

ステンレス灰皿                  10 

壁掛白板                 １ 

パソコン                 ２ 

バナースタンド              ８ 

デジカメ                 １ 

会員増強優秀クラブ(10.34%)表彰状      １ 

出席率優秀クラブ(98.74%)表彰状        １ 

出席率向上実績優秀クラブ(4.18%)表彰状   １ 

役員･理事･委員会･委員一覧ボード     １ 

役員章                          １ 

会員増強･拡大賞表彰状          １ 

2010～11 年度 100％｢財団の友｣会員クラブ表彰バナー  １ 

ホームクラブ出席率優秀クラブ(第 2位)表彰状   １ 

出席率優秀クラブ(2016～17年度 100％)表彰状   １ 

ホームクラブ出席率優秀クラブ(2017～18 年度 85.53%)表彰状   １ 

出席率優秀クラブ(2017～18年度 100％)表彰状   １ 

コピー機                １ 

ホームクラブ出席率優秀クラブ(第 2位)表彰状   １ 
(2018～19 年度 1/1 日～6/30 日 対象期間中) 

2018～19 年度出席率(修正出席率)優秀クラブ表彰状   １ 

出席率(修正出席率)優秀クラブ（100％）表彰    １ 
(2019 年～20 年地区大会開催にあたり)  

出席率(修正出席率)優秀クラブ（100％）表彰    １ 
(2020 年～21 年度地区大会)  

HDMIケーブル             1 
液晶モニター65型           1 
ディスプレイスタンド                  １ 
ノートパソコン             １ 
延長コード              １ 
名札用壁掛け小物入れ         １ 
アクリルパーテーション                １ 
ウェブカメラ             １ 
ワイヤレスマイク付スピーカー     １ 
有線マイク              １ 
写真データ保管用 SSD          1 
ノートパソコン                        １ 

出席率(修正出席率)優秀クラブ（100％）表彰    １ 
(2022 年～23 年度地区大会)  
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２０２５年度～２０２６年度年間事業計画一覧表（前半期） 

 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 

RC年間行事 
母子の健康 

月間 

会員増強･新ク
ラブ結成推進
月間 

基本的教育と
識字率向上月間
ロータリーの友月間 

地域社会の
発展月間 
米山月間 

ロータリー
財団月間 

疾病予防と
治療月間 

地区年間行事 
 

 
    

クラブ年間行事 

3クラブ 
公式訪問例会 
7/17(㈭) 

  
 

 
年次総会 

会 計 年会費徴収   年会費徴収 
  

Ｓ ． Ａ ． Ａ .       

ク
ラ
ブ
管
理
運
営
委
員
会 

出 席 境 神本 堂本 河野 恒藤 安田 

プログラム 境 境 神本 神本 河野 河野 

親睦活動   月見例会  観菊例会 
3クラブ合同
忘年例会 

ニコボックス       

公
共
イ
メ
ー
ジ
委
員
会 

広 報       

クラブ会報       

雑 誌       

会

員

増

強

委

員

会 

会員増強       

会員選考       

職業分類       

ロータリー情報       

ロ
ー
タ
リ
ー
財
団
委
員
会 

ロータリー財団       

米山奨学       

奉
仕
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
会 

職業奉仕       

社会奉仕       

青少年奉仕       

国際奉仕       

大田 RC交流 
特別委員会 
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２０２５年度～２０２６年度年間事業計画一覧表（後半期） 

 １ 月 ２ 月 ３ 月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 

RC年間行事 職業奉仕月間 平和構築と紛争

予防月間 
水と衛生月間 環境月間 青少年奉仕月間 

ロータリー
親睦活動月間 

地区年間行事     
地区大会 
2025年5/22㈮～ 
5/23㈯ 

国際大会 
台北(台湾) 
6/13㈯～
6/17㈭ 

クラブ年間行事      
引き継ぎ 
フォーラム 

会 計 年会費徴収   年会費徴収   

Ｓ ． Ａ ． Ａ .       

ク
ラ
ブ
管
理
運
営
委
員
会 

出 席 堂本 神本 河野 境 恒藤 安田 

プログラム 安田 安田 恒藤 恒藤 堂本 堂本 

親睦活動 
新年 

家族例会 
  花見例会  最終例会 

ニコボックス       

公
共
イ
メ
ー
ジ
委
員
会 

広 報       

クラブ会報        

雑 誌       

会

員

増

強

委

員

会 

会員増強       

会員選考       

職業分類       

ロータリー情報       

ロ
ー
タ
リ
ー
財
団
委
員
会 

ロータリー財団       

米山奨学       

奉
仕
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
会 

職業奉仕       

社会奉仕       

青少年奉仕       

国際奉仕       

大田ＲＣ交流 
特別委員会 
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２０２５年～２０２６年度 各委員会活動計画 

 

 

会       計 
岡 崎 誠 一 

 

現在、当クラブは会員数が 17名なので収入が以前に比べて減っています。このような厳しい
財政状況において、限られた収入の中でいかに効率的な予算の編成に勤めるかが重要になってき
ます。今年度は上記のことを踏まえ、予算の執行を適切に行っていきたいと思います。 

 

 

 

Ｓ．  Ａ．  Ａ． 
堂 本 高 雄 

 

2025-2026年度、S.A.A.(会場監督)として、例会を通じて会員が意欲的に参加し、意義ある学び
と活発な交流によってクラブ活動への意欲を高められるよう取り組みます。 
ロータリーの最大の財産は会員であるという認識のもと、単なる秩序の維持にとどまらず、学

びと交流の場を創出することを目指します。これは、中津中央ロータリークラブの最重要課題で
ある「会員増強」に直結し、クラブの「連携」強化にもつながるものと考えます。 
創立 50 周年を経た今、「連携…そして増強へ」という会長方針のもと、会員こそがクラブの財

産であるとの認識から、関係団体との連携強化と会員増強を急務とします。人とのつながりの大
切さを再認識しながら、活動を推進してまいります。 
 S.A.A.として、例会を「会員がさらにクラブを好きになる場」と捉え、親睦を深めることに注
力します。これによりクラブの活性化を促し、会員増強の土台を築きます。例会を「来てよかっ
た」と思える場にすることで、帰属意識と温かな受け入れの雰囲気を醸成していきます。 
■卓話の活性化：時間厳守を徹底しつつ、質疑応答を取り入れ、双方向の学びを促します。 

         知的交流を通じて参加意欲を高めます。 
 ■親睦の促進：新会員への積極的な声掛けや紹介を行い、早期の馴染みを支援します。例会前

後も交流が生まれるような温かな雰囲気づくりを重視します。ビジターにも丁
寧に対応し、入会への興味を喚起します。 

 ■円滑な運営：例会中のストレスを減らすことで集中できる環境を整備します。早退等への対
応も副 S.A.A.と連携して行い、秩序と柔軟性を両立します。 

全ての会員が「来てよかった」と感じる例会を目指し、学び・成長・親睦の場の提供をします。 
S.A.A.として、梅高賢正会長を補佐し、より良いロータリークラブの実現に貢献する所存です。 
委員会予算：5,000円 
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クラブ管理運営委員会 
委員長 境 弘 行  

 

ロータリーにおける「クラブ管理運営委員会」の役割は、親睦・プログラム・出席を通じて 
クラブの活動が効果的に実現するよう、管理・運営を行うことである。 
① 出席に関しては、担当委員を中心に会員同士がサポートとして、声掛け等を行い、出席率 100％

につながるように努力する。 
② プログラムに関しては、外部卓話は勿論のこと、内部卓話についても希望者を取り入れたいと

考える。また、事業を通じた関係者、関係団体との連携を深め、会員増強に努力していく。 
③ 親睦に関しては、前年度の月 1回の夜間例会を実施していきたい。なお祝辞に関することが発

生したら、その都度取り入れたい。 
④ 年間を通じて、クラブ管理委員の全員参加型で運営を行いたい。 
⑤ 誕生日のお祝いに記念品を贈呈します。 
委員会予算額：300,000円 

 

 

公共イメージ委員会 
委員長 恒 藤 雅 彦 

 

現在、当クラブの活動状況は、ホームページを中心に公開しています。昨年同様、ホームペー
ジを通じて事業の様子を掲載していきたいと思います。特に本年度は、当クラブの良いところを
写真に収めることを強化し、少しでも中津中央ロータリークラブの地道な活動や楽しそうな雰囲
気をホームページに掲載し、関心をもって頂くよう工夫していきます。 
興味をもっていただくことから始め、その延長上には会員増強につながるものと思います。 
楽しいことには、人を引き付ける力がありますので、会員の楽しそうな顔写真をたくさん撮って
ホームページに掲載していきます。 
委員会予算：600,000円 

 

会員維持増強委員会 
委員長 久 末 京 泰 

 

中津中央ロータリークラブは少人数ではありますが、例会出席率も常に高く、意義のある活
動に会員一人一人が協力しあって行動する素晴らしいクラブであると思います。自信をもって是
非とも今年度は 3名以上の新しい会員を迎えたいと考えます。 
（会員増強） 

１．会員候補者の現状把握に務める。 
２．中津中央ロータリークラブの紹介パンフレットの作成。 
３．外部卓話などを活用し、当クラブの魅力を伝える。 
４．ロータリークラブの活動について、わかりやすく理解してもらう。 
 （会員維持） 
１．例会や奉仕活動を通して、会員相互の連携を深める。 
２．新入会員には委員会メンバーがフォローする。 
以上、縁を繋ぎ、絆を深める委員会活動に努めます。 
委員会予算：30,000円 
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ロータリー財団委員会 
委員長 河 野 誠 男 

 
ロータリー財団の使命は、ロータリー会員が、人々の健康状態を改善し、質の高い教育を提供し、

環境保護に取り組み、貧困をなくすことを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすると
です。 
１．年次基金、1人 100ドルの寄付を継続します。 
２．100万ドルの食事(年間 2回、米山基金への寄付)の実施 
３．子ども食堂支援金寄付：会員 1人 500円/月の継続 
４．ロータリー財団への理解の推進(11月財団月間での外部卓話) 
５．米山奨学金への理解の推進(10月米山奨学生外部卓話) 
６．地区補助金セミナーなどへの参加推奨 
委員会予算：5,000円 
 

 

 

奉仕プロジェクト委員会 
委員長 三 宮 洋 平 

 

中津中央ロータリークラブでは、これまで旧城下町の「町名由来版」設置、夏休みの「自分が
なりたい職業（しごと）の絵」を展開してきました。また、創立 50周年記念事業では、「こども
食堂」支援の実施も行い、今後の事業展開を再構築する必要があると考えられます。 
（具体的内容） 

１.自分がなりたい職業(しごと)の絵の実施 
２.「こども食堂」支援の実施 
委員会予算：300,000円 
 

 

 

 

大田 RC 交流特別委員会 
委員長 大 賀 重 毅 

 

50 周年もなんとか無事終わり今期は新たな出発の年です。まず今年は、日本から大田へ訪韓
する年です。多くの会員の皆さんに参加していただき交流を深めたいと思います。会員交流をは
じめ青少年交流事業を進めていく上でとても大切な年だと思います。なるべく早くスケジュール
を組んでご案内しますので、多くの参加よろしくお願いします。 
最後に少しだけ無理していただいて将来のために！ 
委員会予算：100,000円 
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２０２５年～２０２６年度予算書  
収入の部 （単位：円）

項 　目 25～26年度予算 摘　　要

繰 越 金 1,100,000

入 会 金 100,000 50,000円×2名

会 費 3,600,000 年額200,000円×18名

ビ ジ タ ー 費 18,000

雑 収 入 10,000

交 換 学 生 拠 出 金 0

交 換 学 生 負 担 金 0

補 助 金 収 入 125,000

積 立 金 繰 入 0

ﾆ ｺ ﾆ ｺ ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ 収 入 300,000
収入合計 5,253,000

支出の部 （単位：円）
項 　目 25～26年度予算 摘　　要

本 部 分 担 金 230,000 82㌦×18人×155円

地 区 運 営 分 担 金 227,800 6,700円×17名＋6,700円×17名

地 区 大 会 分 担 金 76,500 4,500円×17名

日本青少年交換委員会分担金 3,400 100円×17名＋100円×17名

災 害 見 舞 積 立 金 6,800 200円×17名＋200円×17名

地 区 関 係 費 小 計 544,500

例 会 費 1,200,000

理 事 会 費 5,000

協 議 会 費 20,000

登 録 料 20,000

旅 費 30,000

ク ラ ブ 運 営 費 小 計 1,275,000

ロ ー タ リ ー 財 団 寄 付 52,700 年間20㌦/1人　155×20㌦×17名

米 山 奨 学 金 寄 付 34,000 1,000円×17名＋1,000円×17名

ロ－タリ－財団 小計 86,700

Ｓ . Ａ . Ａ . 5,000

クラブ管理運営委員会 300,000

公 共 イ メ ー ジ 委 員 会 600,000

会 員 維 持 増 強 委 員 会 30,000

ロータリー財団委員会 5,000

奉仕プロジェクト委員会 300,000

大田ＲＣ交流特別委員会 100,000

委 員 会 小 計 1,340,000

事 務 局 員 費 840,000

退 職 引 当 金 30,000

事 務 所 費 360,000

外 注 印 刷 費 250,000

通 信 費 36,000

備 品 費 200,000

消 耗 品 費 30,000

慶 弔 費 50,000

渉 外 費 30,000

ロ － タ リ ー 手 帳 3,000

会 員 証 及 び 名 簿 3,000

雑 費 100,000

事 務 局 関 連 費 小 計 1,932,000

予 備 費 73,100

支 出 合 計 5,251,300

収 支 差 額 1,700

会員数     17名(7/1現在会員数で) 会員数               17名 ビジター費 1,800円

ドル換算レート　  1＄=155円 ドル換算レート　  1＄=155円 例会食事費 1,500円
設定条件 前期 後期
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役員・理事・委員長・委員名簿（2025～2026年度） 

 

会 長      梅 高 賢 正 

直 前 会 長      堂 本 高 雄 

次期会長   久 末 京 泰 

副 会 長   古 田 廣 美 

幹 事      福 田 太 郎 

副 幹 事   諌 山 宏 義 

会 計   岡 崎 誠 一 

Ｓ.Ａ.Ａ.     堂 本 高 雄 

副 Ｓ .Ａ .Ａ .     神 本 博 志 

 

 

委  員  会  名 委 員 長 委   員 

ク ラ ブ 管 理 運 営 委 員 会 

(出席･プログラム･親睦) 
 境  弘行 

堂本高雄・神本博志・河野誠男 

恒藤雅彦・安田雅豊 

公 共 イ メ ー ジ 委 員 会 

(広報･クラブ会報･雑誌) 
恒藤 雅彦 慶田祐一・岡崎誠一・河野誠男 

会 員 維 持 増 強 委 員 会 

(会員増強･会員選考･職業分類･ロータリー情報) 
久末 京泰 大賀重毅・堂本高雄 

ロ ー タ リ ー 財 団 委 員 会 

(ロータリー財団･米山奨学) 
河野 誠男 新居英雅・恒藤雅彦 

奉 仕 プ ロ ジ ェ ク ト 委 員 会 

(職業奉仕･社会奉仕･青少年奉仕･国際奉仕) 
三宮 洋平 

久末京泰・岡崎誠一・神本博志 

古田廣美 

大 田 Ｒ Ｃ 交 流 特 別 委 員 会 大賀 重毅 諌山宏義・高野敏治 

  

理事９名 

梅 高 賢 正      (会 長) 

堂 本 高 雄     (直前会長) 

久 末 京 泰      (会長エレクト) 

古 田 廣 美         (副会長) 

福 田 太 郎      (幹 事) 

岡 崎 誠 一         (会  計) 

河 野 誠 男         (理 事) 

境   弘 行         (理 事) 

三  宮  洋  平         (理 事) 
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(勤)22-2425

(自)23-7120

会  長   　 梅  高  賢  正 (Ｆ)23-7120

090-8767-5813

(勤)26-0535

(自)26-0535

幹  事     福  田  太  郎 (Ｆ)26-0536

090-6298-1135

名  前

勤務先電話

自宅電話

FAX ク ラ ブ 事 務 所 TEL   31-0483

携帯電話 FAX　 31-0835

E-mail 事務員 服  部  孝  子 TEL   22-2967

携帯　 090‐9498‐6502

岡  崎  誠  一  境      弘  行 久  末  京  泰  三  宮  洋  平 河  野  誠  男

(勤)23-3035 (勤)22-4625 (勤)24-3654 (勤)22-2588 (勤)24-7477

(自)24-0407 (自)32-2371 (自)24-3654 (自)090-7471-6380 (自)22-8280

(Ｆ)23-2376 (Ｆ)32-2371 (Ｆ)24-3654 (Ｆ)22-5030 (Ｆ)24-7762

090-3328-8618 090-2710-5581 090-9594-5499 090-7471-6380 090-3328-3030

s.okazaki@blue.ocn.ne.jp s09027105581@gmail.com kyouyasu.55555@outlook.jp y-sannomiya@marusan-lpg.co.jp skawano@keio-ac.com

新  居  英  雅  慶  田  祐  一 堂  本  高  雄 古  田  廣  美 神  本  博  志

(勤)24-8406 (勤)24-5222 (勤)23-1616 (勤)24-2654 (勤)24-5241

(自)24-8406 (自)24-6213 (自)23-5656 (自)25-2687 (自)23-4067

(Ｆ)24-8406 (Ｆ)24-5199 (Ｆ)23-1783 (Ｆ)24-2653 (Ｆ)24-7631

090-7154-3150 090-6896-7658 090-8298-0911 090-3603-5812 090-3197-8159

niih@aurora.ocn.ne.jp ip8cr3@bmg.biglobe.ne.jp takao5656@gmail.com tochi.furuta.1131@deluxe.ocn.ne.jp

大  賀  重  毅 安  田  雅  豊 諌  山  宏  義  恒  藤  雅  彦 髙  野  敏  治

(勤)22-3158 (勤)22-0533 (勤)32-3899 (勤)25-1626 (勤)84-0855

(自)24-1148 (自)24-4398 (自)32-3899 (自)090-9570-5715 (自)090-2855-4277

(Ｆ)22-3182 (Ｆ)25-2122 (Ｆ)33-0031 (Ｆ)25-2627 (Ｆ)84-0856

090-3737-8761 090-1087-3600 090-7296-4004 090-9570-5715 090-2855-4277

oga@gamma.ocn.ne.jp m-yasudadenki@proof.ocn.ne.jp piron.sm@tuba.ocn.ne.jp tohan@hyper.ocn.ne.jp cloud.424424＠gmail.com

2025～2026年度

中津中央ロータリークラブ　緊急連絡網

※一番上の方が下欄会員全員に連絡下さい

umetaka@higashikyusyu.ac.jp

fuku6323_sihou@yahoo.co.jp
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科

医
自

転
車

販
売

ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾟ
ｭ
ｰ
ﾀ
関

連
事

業
事

務
機

販
売

贈
答

品
販

売

小
児

科
医

教
育

短
期

大
学

梅
高

賢
正

電
気

工
業

電
気

部
品

製
造

雑
貨

販
売

耳
鼻

咽
喉

科
医

高
等

学
校

電
子

部
品

製
造

包
装

材
料

販
売

皮
膚

科
医

保
育

園
電

気
工

事
安

田
雅

豊
時

計
時

計
販

売

脳
神

経
外

科
医

学
習

塾
電

力
供

給
眼

鏡
眼

鏡
販

売

歯
科

医
師

歯
科

医
英

語
塾

河
野

誠
男

ガ
ス

工
業

筒
詰

ガ
ス

販
売

三
宮

洋
平

貴
金

属
貴

金
属

販
売

口
腔

外
科

医
社

会
教

育
鉱

油
工

業
石

油
販

売
百

貨
店

百
貨

店
経

営

小
児

歯
科

医
宗

教
佛

教
設

備
業

空
調

工
事

農
林

農
業

獣
医

師
獣

医
キ

リ
ス

ト
教

給
排

水
工

事
山

林
業

施
設

及
病

院
老

人
ホ

ー
ム

堂
本

高
雄

神
道

倉
庫

倉
庫

業
養

鶏
業

病
院

芸
術

茶
道

車
庫

業
果

樹
園

精
神

病
院

華
道

不
動

産
不

動
産

業
椎

茸
販

売

医
薬

医
薬

品
製

造
書

道
家

不
動

産
賃

貸
業

水
産

水
産

物
販

売

医
薬

品
販

売
絵

画
洋

画
ﾋ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ﾈ
ｽ
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ

会
計

士
園

芸
種

苗
園

芸

医
薬

品
卸

業
日

本
画

税
理

士
境

弘
行

生
花

販
売

漢
方

薬
販

売
版

画
司

法
書

士
福

田
太

郎
造

園
業

印
刷

出
版

印
刷

業
楽

器
用

品
楽

器
販

売
土

地
家

屋
調

査
士

古
田

廣
美

皮
革

及
ゴ

ム
皮

革
製

品
販

売

書
籍

販
売

鉄
鋼

鋼
材

販
売

法
曹

弁
護

士
履

物
販

売

写
真

商
業

写
真

鋼
板

製
造

弁
護

士
・

民
事

神
本

博
志

旅
館

・
料

理
ホ

テ
ル

写
真

材
料

鋼
管

製
造

酒
精

飲
料

日
本

酒
製

造
旅

館

広
告

商
業

看
板

鋼
管

部
品

製
造

日
本

酒
販

売
喫

茶

広
告

代
理

店
鉄

線
製

造
洋

酒
販

売
レ

ス
ト

ラ
ン

運
輸

タ
ク

シ
ー

業
鉄

工
業

酒
類

卸
業

日
本

料
理

鉄
道

輸
送

金
属

工
業

鋳
物

製
造

製
氷

氷
製

造
麺

類
料

理

旅
行

斡
旋

業
金

物
鉄

物
販

売
新

居
英

雅
食

品
工

業
食

料
品

販
売

ﾚ
ﾝ
ﾀ
ﾙ
･
ﾘ
ｰ
ｽ

レ
ン

タ
ル

・
リ

ー
ス

業
通

信
事

業
郵

便
事

業
金

融
銀

行
業

食
料

品
卸

業
環

境
産

業
廃

棄
物

処
理

電
話

事
業

第
2

地
銀

製
麺

業
人

材
派

遣
業

化
学

工
業

化
学

肥
料

販
売

信
用

金
庫

砂
糖

販
売

美
容

・
理

容
美

容
業

久
末

京
泰

科
学

製
品

家
具

販
売

証
券

証
券

取
引

製
菓

業

仏
具

販
売

生
命

保
険

植
物

食
品

青
果

販
売

畳
製

造
火

災
保

険
味

噌
醤

油
製

造

建
具

製
造

損
害

保
険

代
理

店
業

味
噌

醤
油

販
売

木
材

工
業

製
材

業
ﾚ
ｸ
ﾘ
ｴ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ

観
光

事
業

動
物

性
食

品
牛

乳
販

売

木
材

販
売

ス
ポ

ー
ツ

用
品

販
売

肉
類

販
売

木
箱

製
造

釣
り

具
製

造
鮮

魚
販

売

木
材

市
場

カ
ン

ト
リ

ー
ク

ラ
ブ

繊
維

工
業

紡
績

建
具

製
造

岡
崎

誠
一

旅
行

業
製

袋
工

業

紙
工

業
紙

器
製

造
建

設
業

建
設

業
恒

藤
雅

彦
縫

製
業

紙
販

売
建

築
業

大
賀

重
毅

衣
料

品
繊

維
販

売

事
務

用
品

事
務

用
品

販
売

土
木

業
髙

野
敏

治
呉

服
販

売

文
房

具
販

売
室

内
装

飾
男

子
服

販
売

画
材

販
売

塗
装

業
婦

人
服

販
売

自
動

車
工

業
自

動
車

販
売

住
宅

産
業

諌
山

宏
義

ベ
ビ

ー
服

販
売

自
動

車
修

理
販

売
建

築
設

計
輸

入
業

職
業

分
類

(
充

填
・

未
充

填
)
一

覧
表
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2025年
7月

1日
現
在
（
17人

）

氏
名

フ
リ

ガ
ナ

夫
人
名

職
業

分
類

事
業

所
名

役
職

名
所

在
地

電
話

自
宅

自
宅

電
話

入
会
年
月
日

結
婚

記
念
日

生
年
月
日

備
考

E-mail

社
会
福
祉
法
人

九
州

キ
リ

ス
ト

教
社

会
福

祉
事

業
団

fuku6323_sihou
  @yahoo.co.jp
tochi.furuta.1131
  @deluxe.ocn.ne.jp
kyouyasu.55555
  @outlook.jp
piron.sm
  @tuba.ocn.ne.jp

ip8cr3
  @bma.biglobe.ne.jp
niih
  @aurora.ocn.ne.jp
oga
   @gamma.ocn.ne.jp
s.okazaki
  @blue.ocn.ne.jp
s09027105581
　

　
@gmail.com

090-
y-sannomiya

7471-6380
  @marusan-lpg.co.jp

090- 
cloud.424424

2855-4277
  @gmail.com

090-
tohan

9570-5715
  @hyper.ocn.ne.jp
umetaka
  @higashikyusyu.ac.jp

m-yasudadenki
  @proof.ocn.ne.jp

23-7120

中
津

中
央

ロ
ー

タ
リ

ー
ク

ラ
ブ

会
員

名
簿

堂
本

高
雄

 ﾄﾞｳﾓﾄ　
ﾀｶｵ

千
尋

老
人

ホ
ー

ム
理

事
中

津
市

永
添

2744
23-1616

中
津
市
中
央
町
2-9-25

23-5656
H28.7.5

H11.3.7
S47.6.5

D
1678

神
本

博
志

河
野

誠
男

慶
田

祐
一

髙
野

敏
治

Y

 ｶﾜﾉ ｼｹﾞｵ

 ｹｲﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

 ﾆｲ　
ﾋﾃﾞﾏｻ

 ｵｵｶﾞ　
ｼｹﾞｷ

弁
護

士
・

民
事

英
語

塾

内
科

医

新
居

英
雅

大
賀

重
毅

岡
崎

誠
一

境
弘

行

三
宮

洋
平

朗
子

京
子

由
香

里

由
美

子

恒
藤

雅
彦

梅
高

賢
正

安
田

雅
豊

345

古
田

廣
美

久
末

京
泰

諌
山

宏
義

土
地
家

屋
調

査
士

美
容

業

住
宅

産
業

所
長

代
表

代
表
取
締
役

中
津

市
永

添
2454-134

25-2687
古

田
土

地
家

屋
調

査
士

事
務

所

ハ
ー

ツ
・

ベ
リ

ー
・

ヘ
ア

(有
)サ

ン
キ

ョ
ウ

コ
ー

ポ
レ

ー
シ

ョ
ン

中
津

総
合

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

2025～
2026年

度

ガ
バ
ナ
ー
補
佐

HIK

穂
波

美
由

紀

磨
理

多
貴

子

暢
子

美
穂

悦
子

 ﾌﾙﾀ　
ﾋﾛﾐ

 ﾋｻｽｴ ｷｮｳﾔｽ

 ｲｻﾔﾏ ﾋﾛﾖｼ

 ｶﾐﾓﾄ ﾋﾛｼ

910

 ｵｶｻﾞｷ　
ｾｲｲﾁ

 ｻｶｲ　
ﾋﾛﾕｷ

 ｻﾝﾉﾐﾔ　
ﾖｳﾍｲ

NOSTU
1617 11131415 12

 ｳﾒﾀｶ　
ｹﾝｼｮｳ

 ﾔｽﾀﾞ　
ﾏｻﾄﾖ

明
美

電
気

工
事

建
具

製
造

税
理

士

土
木

業

 ﾂﾈﾄｳ　
ﾏｻﾋｺ

 ﾀｶﾉ　
ﾄｼﾊﾙ

金
物

販
売

建
築

業

ガ
ス

販
売

建
設

業

短
期

大
学

幸
子

聡
子

(株
)　

　
 朝

　
 　

 　
陽

二
豊

土
建

株
式

会
社

東
九

州
短

期
大

学

安
     田

     電
     機

 （
株
）

神
本

法
律

事
務

所

慶
  應

  ア
  カ

  デ
  ミ

  ー
(株

)

医
療

法
人

け
い

だ
ク

リ
ニ

ッ
ク

(株
) 大

　
　
賀
　
　
建
　
　
設

(有
) 岡

 崎
 建

 具
 製

 作
 所

境
弘

行
税

理
士

事
務

所

(株
)  丸

 　
 三

 　
　
燃
 　

　
料

所
長

代
表
取
締
役

院
長

中
津

市
下

池
永

840-2

中
津

市
中

殿
３

丁
目

24-1

中
津

市
一

ツ
松

211

中
津

市
島

田
423-8

代
表
取
締
役

中
津

市
加

来
1973-1

代
表
取
締
役

代
表
取
締
役

理
事

長

代
表
取
締
役

代
表
取
締
役

代
表
取
締
役

所
長

中
津

市
永

添
中

ノ
原

820

中
津

市
沖

代
町

2-9-45

中
津

市
福

島
2061-2

中
津

市
京

町

中
津

市
金

手
47-1

中
津

市
中

央
町

1丁
目
7-46

中
津

市
角

木
149-2

中
津

市
牛

神
406-4

中
津

市
殿

町
1393-1

H23.12.6
S59.4.22

S35.7.4

S35.11.27
中

津
市

福
島

2061-2
32-3899

H16.12.14
S57.9.26

中
津

市
沖

代
町

2-9-45
24-3654

H29.10.24
H11.2.2

S45.6.17

S29.1.2

中
津

市
加

来
1973-1

H30.9.4
S44.4.24

H20.4.8
H元

.2.4
S38.7.10

24-2654

24-3654

24-5241

24-5222

22-3158

22-2425

22-0533

32-3899

84-0855

24-7477
中

津
市

中
央

町
2-9-45

22-8280
H6.4.5

S56.9.19
S29.11.14

2013～
2014年

度

ガ
バ
ナ
ー
補
佐

skawano@keio-ac.com

中
津

市
沖

代
町

1-5-27
23-4067

H元
.1.17

S58.11.27
S23.8.7

中
津

市
沖

代
町

2-5-39
24-6213

H19.8.7
H元

.7.17
S29.11.6

S54.11.11

中
津

市
上

宮
永

３
丁

目
24-8406

S51.4.20
S40.10.13

S12.12.15
2001～

2002年
度

ガ
バ
ナ
ー
補
佐

23-3035
中

津
市

東
浜

808
番

地
-10

24-0407
2019～

2020年
度

ガ
バ
ナ
ー
補
佐

中
津

市
角

木
149-6

24-1148
H8.6.11

22-2588
中

津
市

下
池

永
849-3

R元
.7.2

H20.11.3
S53.4.16

中
津

市
赤

迫
142-3

32-2371
R2.3.3

S53.4.16
S29.7.27

22-4625

22-3391
中

津
市

中
殿

３
丁

目
24-1

H24.7.3
H11.3.28

S43.1.20

中
津

市
沖

代
町

2-4-39
H16.12.7

H8.3.11
S39.1.19

中
津

市
下

宮
永

１
丁

目
24-4398

H6.12.13
S57.5.22

S26.12.27

takao5656@gmail.com

2
F

福
田

太
郎

 ﾌｸﾀﾞ　
ﾀﾛｳ

司
法

書
士

所
長

中
津

市
大

字
中

殿
519-18

26-0535
中

津
市

大
字

中
殿

519-18
26-0535

R3.7.6
S55.2.7

福
田

太
郎

司
法

書
士

事
務

所
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中津中央ロータリークラブ定款 

 

2022年 12月 13日改訂 

 

*解釈の仕方：RI定款および細則、標準クラブ定款、推奨ロータリークラブ細則の全部にわたり、

次の解釈原則が適用されるものとする。「shall」、「is」、「are」という単語は「義務」を意味し、
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第１条定義 

 
１．理事会：          本クラブの理事会 
２．細則：            本クラブの細則 
３．理事：            本クラブ理事会の理事 
４．会員:             名誉会員以外の本クラブ会員 
５．RI：              国際ロータリー 
６．衛星クラブ:       潜在的クラブ。その会員はいずれかのクラブの会員でもある 
（該当する場合）： 
７．書面：            文書化が可能なコミュニケーション。通信手段は問わない。 
８．年度：            ７月１日に始まる１２カ月間 
 
第２条名称 
本会は、中津中央ロータリークラブ（国際ロータリー加盟会員） 
本クラブの衛星クラブの名称は、（未定：ロータリークラブの衛星クラブ）とする。 
 
第３条クラブの目的 
本クラブの目的は、次の通りである。 
（a） 「ロータリーの目的」の達成を目指すこと 
（b） 五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施すること 
（c） 会員増強を通じてロータリーの発展に寄与すること 
（d） ロータリー財団を支援すること 
（e） クラブレベルを超えたリーダーを育成すること 
 
第４条クラブの所在地域 
本クラブの所在地域は、次の通りである：大分県中津市 
本クラブの衛星クラブは、本クラブと同じ、またはその周辺地域に所在するものとする。 
 
第５条目的 
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにあ
る。具体的には、次の各項を奨励することにある： 
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること； 
第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕 

する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること； 
第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕 

の理念を実践すること； 
第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和 

を推進すること。 
 
第６条五大奉仕部門 
ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な規準である。 
１．奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させるために、クラブ内で会 

員が取るべき行動に関わるものである。 
２．奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある 

業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の
理念を実践していくという目的を持つものである。会員の役割には、ロータリーの理念に
従って自分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニー
ズに役立てるために、クラブが開発したプロジェクトに応えることが含まれる。 

３．奉仕の第三部門である社会奉仕は、地域社会における積極的平和を目指すことにより、 
クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々の生活の質を高めるために、時には他
と協力しながら、会員が行うさまざまな取り組みから成るものである。 
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４．奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じて、さらには、他国 
の人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力することを 
通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を培うことによっ
て、国際理解、親善、積極的平和を推進するために、会員が行う活動から成るものである。 

５．奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国 
際奉仕プロジェクトへの参加、積極的世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラム
を通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するも
のである。 

 
第７条会合 
第１節—例会。 
（a） 日および時間。本クラブは、細則に定められた日および時間に、定期の週の会合を開く

ものとする。 
（b） 会合の方法。例会は、直接顔を合わせるか、電話で、オンラインで、またはオンライン

の参加型の活動を通じて開催することができる。参加型の会合は、参加型の活動が掲載
される日に開かれるとみなされるものとする。 

（c） 会合の変更。正当な理由がある場合、理事会は、例会を、前回から次回の例会の間のい
ずれかの日、定例日の他の時間、または他の場所に変更することができる。 

（d） 取消。例会日が以下にあたる場合、理事会は、例会を取りやめることができる。 
（１） 祝日にあたる場合、またはその週に祝日が含まれる場合 
（２） 会員の葬儀の場合 
（３） 全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合、または 
（４） 地域社会での武力紛争がある場合 
理事会は、ここに列記されていない理由であっても、１年に４回まで例会を取りやめる
ことができるが、３回を超えて続けて例会を取りやめてはならない。 

（e） 衛星クラブの例会（該当する場合）細則により定められている場合、衛星クラブは、会
員により定められた場所と日時において、毎週１回、定期の会合を開くものとする。例
会の日、時間、場所は、本条第１節（c）と同様の方法で変更できる。衛星クラブの各会
合は、本条第１節（d）の理由によって取りやめることができる。投票手続は細則の規定
通りである。 

（f） 例外。細則には、本節に従わない規定を含めることができる。ただし、クラブは少なく
とも月に２回、例会を行わなければならない。 

第２節—年次総会。 
(a)   役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度の財務報告を 

発表するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年１２月３１日までに開催 
されるものとする。 

(b)   衛星クラブは、衛星クラブのための役員を選挙するため、１２月３１日の前に年次総 
会を開催するものとする。 

第３節—理事会の会合。理事会のすべての会合後３０日以内に、書面による議事録を全会員が入
手できるようにすべきである。 
 
第８条会員身分 
第１節—全般的資格条件。本クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、事
業、専門職務、および／または地域社会でよい評判を受けており、地域社会および／または世
界において奉仕する意欲のある成人によって構成されるものとする。 
第２節—種類本クラブの会員の種類は正会員および名誉会員の２種類とする。本条第７節に従っ 
て、クラブは他の会員の種類を設けることができる。これらの会員は正会員または名誉会員と
して RIに報告される。 
第３節—正会員。RI定款第４条第２節（a）の資格条件を有する者は、クラブの正会員に選ぶこ
とができる。 
第４節—衛星クラブの会員。本クラブの衛星クラブの会員はいずれかのクラブの会員でもあり、
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これは衛星クラブがロータリークラブとして RIから加盟が認められるまで続く。 
第５節—二重会員の禁止。いかなる会員も、同時に、 
(a)   本クラブと、いずれかのクラブの衛星クラブ以外の別のクラブに所属することはでき 

ない、または 
（b） 本クラブにおいて、名誉会員になることはできない。 
第６節—名誉会員。本クラブは、理事会が決定した存続期間で名誉会員を選ぶことができる。 
名誉会員は以下の資格を満たすものとする。 
（a） 会費の納入を免除される 
（b） 投票権を持たない 
（c） クラブのいかなる役職にも就かない 
（d） 職業分類を持たない 
（e） 本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受す

ることができるが、他のクラブにおいてはいかなる権利または特典も持たないものとす
る。ただし、ロータリアンの来賓としてではなく訪問することはできる。 

第７節–例外。細則には、第８条第２節および第４～６節に従わない規定を含めることができる。 
 
第９条クラブの会員構成 
第１節—一般規定。各会員は、その事業、専門職務、職業、または社会奉仕に従って分類される
ものとする。職業分類は会員の会社、企業、団体の主要かつ一般世間が認めている事業活動を
示すものか、本人の主要かつまた一般世間が認めている事業または専門職務を示すものか、本
人の社会奉仕活動の種類を示すものとする。理事会は、会員が役職、専門職務、または職業を
変更する場合、会員の職業分類を修正することができる。 
第２節—多様なクラブ会員基盤。本クラブの会員基盤は、年齢、性別、および民族的多様性を含
め、地域社会の事業、専門職務、職業、および市民組織の多様性を表すものであるべきである。 
 
第１０条出席 
第１節—一般規定。各会員は本クラブの例会、あるいは衛星クラブの例会に出席し、本クラブの
奉仕プロジェクト、行事、およびその他の活動に参加するべきである。会員が、ある例会に出
席したものとみなされるには、 
（a） その例会時間の少なくとも６０パーセントに直接、電話で、またはオンラインで出席する 
（b） 会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなり、その後退席が妥当であると示

す十分な理由をクラブ理事会に提示する 
（c） クラブのウェブサイトに例会が掲載されてから１週間以内に定例のオンラインの会合ま

たは参加型活動に参加する、または 
（d） 次のような方法で同じ年度に欠席をメークアップする： 

（１） 他のロータリークラブ、仮クラブ、または他のロータリークラブの衛星クラブの
いずれかの例会の少なくとも６０パーセントに出席すること。 

（２） 他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席の目的をもって定刻に会場に
赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所において例会を開いていなか
った場合。 

（３） 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社会の行事
や会合に出席すること。 

（４） 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出
席すること。 

（５） クラブのウェブサイトを通じて、オンラインの会合または参加型活動に参加する
こと。 

（６） ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロ
ータリー親睦活動、あるいは仮ローターアクトクラブ、仮インターアクトクラ
ブ、仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席するこ
と。または 

（７） RI国際大会、規定審議会、国際協議会、ロータリー研究会、RI理事会または RI
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会長の承認を得て招集された会合、合同ゾーン大会、RI委員会会合、地区大会、
地区研修・協議会、RI理事会の指示の下に開催された地区会合、ガバナーの指示
の下に開催された地区委員会、または正式に公表されたクラブの都市連合会に出
席すること。 

第２節—遠方での勤務中の長期の欠席。会員が長期にわたって遠方で業務に従事している場合、
会員の所属クラブと転勤先の指定クラブが合意していれば、会員は、転勤先における指定クラ
ブの例会への出席が所属クラブの出席の代わりとなる。 
第３節—その他のロータリー活動による欠席。欠席のメークアップが必要とされないのは、会合
のときに、会員が 
（a） 第（１）（d）（７）節に挙げた会合の一つに出席するため、適切な直行日程による往復の

途次にある場合。 
（b） 役員または RI委員会の委員、TRF管理委員として、ロータリーの職務に携わっている場

合。 
（c） ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの職務に携わっている場合。 
（d） RIに雇用されている者が、ロータリーの職務に携わっている場合。 
（e） メークアップすることができないような僻遠の地で、地区、RI、または TRFの提唱する

奉仕プロジェクトに直接かつ積極的に従事している場合。または 
（f） 理事会が正当に承認したロータリー職務に従事していて、例会に出席できない場合。 
第４節—RI役員の欠席。会員が現役の RI役員または現役の RI役員の配偶者／パートナーであ
る場合、出席規定の適用は免除されるものとする。 
第５節—出席規定の免除。次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。 
（a） 理事会は、正当かつ十分な理由、条件、および状況によるものを承認する。このような 

出席規定の適用の免除は、最長１２カ月間までとする。ただし、健康上の理由、子どもの
誕生または養子縁組の後、または里親期間中に欠席となる場合は、理事会が当初の１２カ
月を超えて延長することができる。 

（b） 一つまたは複数のロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が８５年以上であ
り、少なくとも２０年のロータリアン歴があり、出席規定の適用を免除されたい希望を、
書面をもって、クラブ幹事に通告し、これらの要件が満たされているかのみが考慮に入れ
られた場合。 

第６節—出席の記録。本条第５節（a）の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会を
欠席した場合、その会員と会員の欠席は、出席記録に含まれないものとする。本条第４節また
は第５節（b）の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会に出席した場合、その会員
と会員の出席は、本クラブの出席率の算出に使う会員数と出席者数に含まれるものとする。 
第７節—例外。細則は、第１０条に従わない規定を含めることができる。 
 
第１１条理事および役員および委員会 
第１節—管理主体。本クラブの管理主体は、細則に規定される理事会である。 
第２節—権限。理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持ち、正当な理由がある
場合は、そのいずれをも罷免することができる。 

第３節—理事会による最終決定。クラブのあらゆる事項に関して、理事会の決定は最終的なもの
であって、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余地はない。しかしながら、理事会が
会員身分の終結の決定をした場合、会員は第１３条第６節の規定に従って、クラブに提訴する
か、調停または仲裁に訴えることができる。理事会の決定を覆すための提訴は、理事会が指定
した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の３分の２の投票を必要とする。そし
て、当該例会の少なくとも５日前に、幹事が当該提訴の予告を各会員に対して与えていなけれ
ばならない。提訴に対するクラブの決定が最終決定である。 

第４節—役員。クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、会計とし、１名または
数名の副会長も役員に含めることができ、これら全員を理事会メンバーとする。また、会場監
督もクラブ役員であるが、細則が定める場合、理事会のメンバーとすることができる。各役員
と理事は、本クラブの瑕疵なき会員であるものとする。クラブ役員は定期的に衛星クラブの例
会に出席するものとする。 
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第５節—役員の選挙。 
（a） 会長を除く役員の任期。各役員はクラブ細則の定めるところに従って選挙されるものとす

る。会長を除き、各役員は選挙された直後の７月１日に就任し、選挙された任期中または
後任者が選挙されかつ適格となるまで在任する。 

（b） 会長の任期。会長ノミニーは、細則の定めるところに従って、会長として就任する日の直
前１８カ月以上２年以内に選挙されるものとする。会長ノミニーは、会長として就任する
前の年度の７月１日に、会長エレクトになる。会長は、７月１日に就任し、１年間、その
職務に当たる。後任者が選挙されない場合、現会長の任期は最長１年間延長される。 

（c） 会長の資格要件。クラブ会長の候補者は、ガバナーが１年未満であってもこの要件を満た
していると判断しない限り、指名に先立つ少なくとも１年間、本クラブの会員でなければ
ならない。会長エレクトは、ガバナーエレクトから特に免除されない限り、会長エレクト
研修セミナーと地区研修・協議会に出席するものとする。免除された場合は、会長エレク
トがクラブから代理の者を派遣するものとする。会長エレクトが、ガバナーエレクトから
の免除を受けずに、会長エレクト研修セミナーおよび研修・協議会に出席しない場合、あ
るいは、免除されてもクラブの代理をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エ
レクトはクラブ会長に就任しないものとする。その場合、会長エレクト研修セミナーおよ
び研修・協議会、もしくはガバナーエレクトが十分であるとみなした研修に出席した後任
者が選挙されるまで、現会長が継続してクラブ会長を務めるものとする。 

第６節—本クラブの衛星クラブの組織運営。 
（a） 衛星クラブの監督。本クラブは、理事会が適切とみなす一般的な監督と支援を、衛星クラ

ブに提供するものとする。 
（b） 衛星クラブの理事会。日々の運営のため、衛星クラブの理事会を毎年選出するものとす

る。この理事会は会員から選ばれ、細則の定めるところに従って、衛星クラブの役員およ
び４～６名のその他の会員により構成される。衛星クラブの最高役員は議長（chair）で
あり、その他の役員は、直前議長、議長エレクト、幹事、会計とする。衛星クラブ理事会
は、本クラブの指導の下、ロータリーの規定、要件、方針、目標、目的に従って、衛星ク
ラブの日々の運営とクラブ活動の管理を担うものとする。本クラブ内または本クラブに対
して、いかなる権限も持たない。 

（c） 衛星クラブの報告手続。衛星クラブは、毎年、クラブ会員と、クラブの活動およびプログ
ラムに関する報告書を、本クラブの会長と理事会に提出するものとする。この報告書に
は、財務諸表と監査または審査済みの会計報告を添付するものとし、これらは、本クラブ
の年次総会に向けた報告書に含まれる。また、本クラブからの要請に応じて、その他の報
告書を随時提出する。 

第７節—委員会。本クラブは次の委員会を有すべきである。 
（a） クラブ管理運営 
（b） 会員増強 
（c） 公共イメージ 
（d） ロータリー財団、および 
（e） 奉仕プロジェクト 
理事会または会長は、必要に応じて追加の委員会を任命できる。 
 
第１２条会費 
すべての会員は、細則の定める年会費を納入するものとする。 
 
第１３条会員身分の存続 
第１節—期間。会員身分は、以下に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間
存続するものとする。 
第２節—自動的終結。会員が、会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終
結するものとする。 
(a)  再入会。瑕疵なき会員の会員身分が終結した場合、その人物は同じ職業分類または別の事 

業、専門職務、職業、社会奉仕、その他の職業分類の下に、再度新たに入会申込をするこ 
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とができる。 
（b） 名誉会員の会員身分の終結。名誉会員の会員身分は、延長されない限り、理事会が決定し 

た期間の終了をもって自動的に終結する。理事会はいつでも名誉会員身分を取り消すこと 
ができる。 

第３節—終結—会費不払。 
（a） 手続。期日後３０日以内に会費を納入しない会員に対しては、幹事が、書面をもって催告

するものとする。催告後１０日以内に会費が納入されなければ、理事会はその裁量によっ
て会員身分を終結することができる。 

（b） 復帰。理事会は、元会員が要請し、クラブに対するすべての負債を支払った場合、元会員
を会員身分に復帰させることができる。 

第４節—終結—欠席。 
（a） 出席率。会員は、 

（１）メークアップを含むクラブ例会と、衛星クラブ例会の出席率が少なくとも５０パー
セントに達しているか、年度の各半期間にクラブのプロジェクト、行事、その他の
活動に少 なくとも１２時間参加しているか、または、バランスの取れた割合でそ
の両方を満たしていなければならない。および 

（２）年度の各半期間に、本クラブまたは衛星クラブの例会総数のうち少なくとも３０パ
ーセントに出席、またはクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に参加しなけ
ればならない（RI理事会によって定義されたガバナー補佐は、この義務を免除さ
れるものとする）。 

規定通り出席できない会員は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、会員
身分を終結されることがある。 

（b） 連続欠席。理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または第１０条第４節も
しくは第５節に従う場合を除き、連続４回例会に出席せず、またメークアップもしていな
い場合、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えることができる。理事会
が会員に通知した後、理事会は、過半数によって、会員の会員身分を終結することができ
る。 

（c） 例外。細則は、第１３条第４節に従わない規定を含めることができる。 
第５節—終結—その他の理由。 
（a） 正当な理由。理事会は、いずれの会員も、クラブの会員としての資格条件に欠けるように

なった場合、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集さ
れた理事会の会合において、出席し投票した全理事の３分の２以上の賛成投票によって、
その会員身分を終結することができる。本会合の指針となる原則は、第８条の第１節、
「四つのテスト」、およびロータリアンの高い倫理基準とする。 

（b） 通知。理事会が本節（a）項の下に決定する前に、当該会員は、少なくとも１０日間の予 
告を書面によって与えられ、理事会に対して書面にて回答する機会を与えられるものとす 
る。かかる予告の通達は、配達証明便または書留郵便によって、分かっている最新の宛先 
に送付されるものとする。会員は、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利を持つ。 

第６節—会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める権利。 
（a） 通知。幹事は、理事会決定後７日以内に、その理事会の会員身分を終結または保留させる

決定を、書面で会員に通知するものとする。その会員は通告後１４日以内に、幹事に対す
る書面をもって、クラブに提訴するか、または調停もしくは仲裁に訴えるかを通告するこ
とができる。調停または仲裁の手続は第１７条に規定されている。 

（b） 提訴。提訴する場合は、提訴を通告する書面を受理してから２１日以内に行われるクラブ
の例会において、当該聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定するものとする。例
会およびその例会で行う特別案件について、少なくとも５日間の予告が、書面をもって、
全会員宛に与えられるものとする。提訴が聴聞される場合には、会員のみが出席するもの
とする。クラブの決定が最終決定であり、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、仲裁
を要求することはできない。 

第７節—理事会による最終決定。もしクラブに対する提訴も行われず、仲裁も要求されなかった
場合、理事会の決定は最終決定となるものとする。 
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第８節—退会。会員の本クラブからの退会の申出は会長または幹事宛に書面をもって行うものと
する。理事会がその申出を受理するものとする。ただし、当該会員が本クラブに負債がある場
合を除く。 
第９節—資産関与権の喪失。いかなる理由にせよ、本クラブの会員身分を終結された者は、本ク
ラブに入会した時点で地元の法律の下でその会員が何らかの権利を得ていた場合、本クラブの
いかなる資金またはその他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。 
第１０節—一時保留。本定款のいかなる規定にもかかわらず、理事会の見解において、 
(a)   会員が、本定款に従うことを拒否または怠った、あるいは会員としてふさわしくない 

振舞い、またはクラブに害をもたらすような振舞いをしたという信憑性のある告発がある
場合、および、 

（b） これらの告発が立証された場合、当該会員の会員身分を終結するのに正当な理由となる場
合、および、 

（c） 当該会員の会員身分に関していかなる措置も取るべきではなく、その結果を待つ間、 
または理事会が適切と考える措置が最初に取られるべきである場合、および、 

（d） 当該会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当該会員の会員身分を一時保留とし、 
当該会員が例会やそのほかのクラブの活動への出席や、いかなる役職や任務からも除外す
ることがクラブの最善の利益となる場合、 

理事会は、その３分の２以上の賛成票によって、理事会の決定する妥当な期間（ただし最大９
０日間）と理事会が定めたその他の条件に従い、会員の会員身分を一時保留とすることができ
る。一時保留とされた会員は、本条第６節に定められる通り、一時保留について提訴する、ま
たは調停や仲裁を求めることができる。一時保留期間中、当該会員は出席要件を免除されるも
のとする。理事会は、一時保留期間が終了する前に、一時保留となっているロータリアンの会
員身分を終結する手続きを取るか、通常の会員身分に復帰させなければならない。 
 
第１４条地域社会、国家、および国際問題 
第１節—適切な主題。地域社会、国家および世界の福祉にかかわる公共問題は、クラブ会合にお
ける公正かつ理解を深める討議の対象として適切な主題である。しかしながら、クラブは、い
かなる係争中の公共問題についても意見を表明しないものとする。 
第２節—支持の禁止。本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推薦しないものと
する。またいかなるクラブ会合においても、かかる候補者の長所または短所を討議しないもの
とする。 
第３節—政治的主題の禁止。 
（a） 決議および見解。本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、決

議ないし見解を採択したり配布したりしないものとする。またこれに関して行動を起こさ
ないものとする。 

（b） 嘆願。本クラブは、政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、クラブ、国民、 
政府に対して嘆願しないものとする。また書状、演説、提案を配布しないものとする。 

第４節—ロータリーの発祥を記念して。ロータリーの創立記念日、２月２３日の週は、世界理解
と平和週間である。この１週間、本クラブはロータリーの奉仕を祝い、これまでの業績を振り
返り、地域社会と世界中で平和、理解、親善のためのプログラムに重点を置く。 
 
第１５条ロータリーの雑誌 
第１節—購読義務。本クラブが RI理事会によって免除されていない限り、各会員は、機関雑誌
を購読するものとする。同じ住所に住む二名のロータリアンは、機関雑誌を合同で購読するこ
とができる。購読は本クラブの会員となっている限り継続し、購読料は理事会が決定した人頭
分担金の支払日に支払われるものとする。 
第２節—購読料。購読料は、クラブが各会員から事前に徴収し、RIまたは RI理事会が決定した
通り、購読する地域雑誌の事務所に送金するものとする。 
 
第１６条ロータリーの目的の受諾と定款・細則の順守 
会員は、会費を支払うことによって、ロータリーの目的の中に示されたロータリーの原則を受諾
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し、クラブ定款・細則を順守し、これに拘束されることを受諾する。これらの条件の下において
のみ、会員は、本クラブの特典を受けることができる。各会員は、クラブ定款・細則の文書を受
け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の条項に従うものとする。 
 
第１７条仲裁および調停 
第１節―意見の相反。現会員または元会員と本クラブ、クラブ役員、または理事会との間の意見
の食い違いは、理事会の決定を除き、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、調停または仲裁
によって解決を図るものとする。 
第２節―調停または仲裁の期限。要請を受理してから２１日以内に、理事会は論争当事者と協議
して、調停または仲裁の日取りを決定するものとする。 
第３節―調停。調停の手続きは、 
（a） 国もしくは州に対し管轄権を有する関係当局によって認められたもの、または 
（b） 代替の争議の解決方法を含む専門知識に定評のある優れた専門職団体によって推薦された

もの、または 
（c） RI理事会もしくは TRF管理委員会が定めた指針文書において勧められるものとする。 
ロータリアンのみが調停人となることができる。クラブは、適切な調停技能と経験を有す 
る調停人を任命するようガバナーもしくはガバナーの代理人に依頼することができる。 
（a） 調停の結果。調停後に論争当事者が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるものと

し、各当事者、調停人、および理事会に記録を１部ずつ提出するものとする。クラブへの
情報提供のために、当事者が承諾できる要約文を作成するものとする。論争当事者の一者
が調停内容を十分に履行しなかった場合、いずれの論争当事者も会長または幹事を通じ
て、さらに調停を要請することができる。 

（b） 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者は本条の第１節に定め
る仲裁に訴えることができる。 

第４節―仲裁。仲裁が要求された場合、両論争当事者はそれぞれ１名のロータリアンを仲裁人と
して指定し、両仲裁人は１名のロータリアンを裁定人として指定するものとする。 
第５節―仲裁人または裁定人の決定。仲裁人によって下された決定もしくは両仲裁人が合意に達
し得なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてに拘束力のあるものとな
り、提訴することはできない。 
 
第１８条細則 
本クラブは、RI定款・細則、RIによって管理上の地域単位が認められている場合に 
は、その手続規則、および本定款と合致する細則を採用するものとし、細則は、本クラブの管理
のために、さらに追加規定を設けるものとする。細則は、その規定に従い、改正することができ
る。 
 
第１９条改正 
第１節—改正の方法。本条第２節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会における
投票者の過半数の賛成票によってのみ改正できる。 
第２節—第２条と第４条の改正。第２条（名称）および第４条（クラブの所在地域）は、定足数
を満たした数の会員が出席したクラブの例会においていつでも、全投票会員の最低３分の２の
賛成投票によって、改正することができる。改正案の通告は、その例会の少なくとも２１日前
に、各会員およびガバナーに郵送されるものとする。改正は、RI理事会に提出するものとし、
承認された時に初めてその改正は効力を発する。ガバナーは、提出された改正案に関して RI理
事会に意見を提供することができる。 
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中津中央ロータリークラブ細則 
 

2022年 12月 13日改訂 

第 1 条定義 
１.理事会：本クラブの理事会 
２.理事：本クラブの理事会メンバー 
３.会員：名誉会員以外の本クラブ会員 
４.役員：クラブ定款第 8条第 3節に規定する役員 
５.ＲＩ：国際ロータリー 
６.年度：7月 1日に始まる 12ヵ月間 
第 2 条理事会 
本クラブの管理主体は本クラブの会員 9 名により成る理事会とする。すなわち本細則第 3 条第 1
節に基づいて選挙された 3 名の理事、会長、副会長、会長エレクト（または、後任者が選挙され
ていない場合は会長ノミニー）、幹事、会計および直前会長である。 
第 3 条理事および役員の選挙 
第 1 節 
（時期及び選出されるべき役員）役員を選挙すべき会合の 1 ヶ月前の例会において、その議長た
る役員は会員に対して、会長ノミニー（次次年度会長）、副会長、幹事、会計および 3名の理事を
指名することを求めなければならない。 
（指名者）その指名は、クラブの決定するところに従って指名委員会または出席全会員のいずれ
か一方または双方によって行うことができる。もし指名委員会を設けるように決定されたならば、
かかる委員会はクラブの定めるところに従って設置されなければならない。 
（選出方法）適法に行われた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載されて年次
総会において投票に付せられるものとする。 
（当選者の確定）投票の過半数を獲得した役員、 
会長ノミニー、副会長、幹事、会計及び理事はそれぞれ該当する役職に当選したものと宣言され
るものとする。 
（会長予定者の役職名）前記の投票によって選挙された会長候補は、会長ノミニーとなるものと
し、その選挙の後の 7 月 1 日に始まる年度に、会長ノミニーのまま理事会のメンバーを務め、理
事会のメンバーを務めた年度直後の 7 月 1 日に、会長に就任するものとする。会長ノミニーは、
後任者の選挙が行われた後に会長エレクトの役職名が与えられるものとする。 
第 2 節 
選挙された役員および理事に直前会長を加えて理事会を構成するものとする。選挙によって決定
した理事エレクトは、1 週間以内に会合してクラブ会員の中から会場監督を務める者を選任しな
ければならない。 
第 3 節 
理事会またはその他の役職に生じた欠員は残りの理事の決定によって補填すべきものとする。 
第 4 節 
役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの理事エレクトの決定によって補
填するものとする。 
第 5 節 
会長は会員の中の有資格者から常任監事を指名するものとする。 
第 4 条役員の任務 
第 1 節会長 
本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行
うことをもって会長の任務とする。 
第 2 節会長エレクト 
会長エレクトは理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会によって定められ
る任務を行うものとする。 
第 3 節副会長 
会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に
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付随する任務を行うとともにクラブ管理運営委員会を統括することをもって副会長の任務とする。 
第 4 節幹事 
幹事の任務は、会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委
員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、毎年 1 月 1 日お
よび 7 月 1 日現在の半期会員報告、半期報告を提出した 7 月 1日または 1 月 1 日よりも後にクラ
ブ会員に選ばれた正会員について 10 月 1 日と 4 月 1 日現在の四半期会員報告、会員資格変更報
告、毎月の最終例会の後 15日以内に地区ガバナーに対して行わなければならない月次出席報告を
含む、諸種の義務報告を RI に対して行い、RI 公式雑誌の購読料を徴収してこれを RI に送金し、
その他通常その職に付随する任務を行うにある。 
第 5 節会計 
会計の任務は、すべての資金を管理保管し、毎年 1 回およびその他理事会の要求あるごとにその
説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うにある。その職を去るに当たっては会計は
その保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に
引き継がなければならない。 
第 6 節会場監督 
会場監督の任務は通常その職に付随する任務、およびその他会長または理事会によって定められ
る任務とする。 
第 7 節常任監事 
常任監事は、本クラブの会計が適正に執行されているかを監査しなければならない。 
第 5 条会合 
第 1 節年次総会 
本クラブの年次総会は毎年 12月の第 2火曜日に開催されるものとする。そしてこの年次総会にお
いて次年度の役員および理事の選挙を行わなければならない。 
（注：クラブ定款第 7 条第 2節は、「役員を選挙するための年次総会は、12月 31日もしくはそれ
以前に開催されなければならない」と規定している） 
第 2 節例会 
本クラブの例会は火曜日 12時 30分に開催するものとし、開催の回数は毎月 2回以上とする。 
例会に関するあらゆる変更または例会の取消はすべてクラブの全員に然るべく通告されなければ
ならない。本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員（またはクラブ定款第 10条第 3節から第
5節の規定に基づき、出席を免除された会員）を除き、例会の当日、または他のロータリークラブ
において、その例会に充当された時間の少なくとも 60パーセントに出席していたことが実証され
るか、もしくはクラブ定款第 10条第 1節及び第 2節の規定を満たさなければならない。 
第 3 節定足数 
会員総数の 3分の 1をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。 
第 4 節理事会 
定例理事会は毎月第 1 例会に開催されるものとする。臨時理事会は会長がその必要ありと認めた
とき、または 2 名の理事からの要求があるとき、会長によって召集されるものとする。但しその
場合然るべき予告が行われなければならない。 
第 5 節理事会定足数 
理事の過半数をもって理事会の定足数とする。 
第 6 節クラブ協議会 
クラブ協議会は役員及び委員長が指名した副委員長により構成し、年 5回開催する。 
第 6 条入会金および会費 
第 1 節 
入会金は 50,000円とし、入会承認に先んじて納入すべきものとする。 
第 2 節 
会費は年額 200,000 円とし、四半期ごとの各支払額のうちの一部は各会員のＲＩ公式雑誌の購読
料に充当するという諒解の下に、毎年 4回 7月 1 日、10 月 1日、1 月 1 日及び 4月 1日に納入す
べきものとする。 
第 7 条採決の方法 
本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭による採決をもっ
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て処理されるものとする。理事会は、特定の決議案を、口頭ではなく投票により処理することを
決定することができる。 
（注：口頭による採決とはクラブの投票が発声方式での同意によって行われた場合と定義する） 
第 8条 5大奉仕部門 
5 大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動のため理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉
仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕及び青少年奉仕である。本クラブは、5 大奉仕部門の各部門に
積極的に取り組むこととする。 
第 9 条委員会 
クラブ委員会は、5大奉仕部門に基づいた年次および長期的な目標を推進する責任を持つ。会長エ
レクト、会長および直前会長は、指導の継続と計画の引継ぎを確約するために、協力すべきであ
る。一貫性を保持するため、実行可能であれば、委員会委員は同じ委員会に 3 年間留任させるべ
きである。会長エレクトは任期が始まる前に、委員会の空席を補填するために委員を任命し、企
画会議を設ける責務がある。委員長は委員会委員として経験者を任命することが推奨される。常
設委員会の任命は次の通りである。 
1.クラブ管理運営委員会 
この委員会は、クラブの効果的な運営を行うために、会員があらゆる会合に出席することを奨励
し、本クラブの例会や臨時の会合のためのプログラムを準備し、会員間の親睦の増進を図る。 
2.会員増強委員会 
この委員会は、会員の勧誘と退会防止に関する包括的な計画を立て、実施するものである。 
3.公共イメージ委員会 
この委員会は、クラブ会報を刊行するとともにロータリアン誌などを活用し、会員及び広く一般
世間に情報を提供することに努める。また、諸活動の記録を担当する。 
4.ロータリー財団委員会 
この委員会は、資金的寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する計画を立て、
実施するものである。 
5.奉仕プロジェクト委員会 
この委員会は、地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに応える教育的、人道的およ
び職業的プロジェクトを企画し、実施するものである。 
6.特別委員会 
その他必要に応じて特別委員会を設けることができる。 
（a)会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随する
あらゆる特典をもつものとする。 
（b)上記常任委員会の委員長は、会長が理事の中から任命するものとする。 
（c)各会員は本細則によって付託された職務およびこれに加えて会長または理事会が付託する事
項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員
会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。 
（d)それぞれの委員長はその委員会の定例会合に対して責任をもち、委員会の仕事を監督、調整
する任務をもち、委員会の全活動について理事会に報告するものとする。 
第 10条委員会の任務 
会長は、その任期中の諸委員会の任務を確定し、指導するものとする。各委員会の任務を発表す
るにあたり、会長は既存の適切な RI文書を参照するものとする。奉仕プロジェクト委員会はその
年度計画を考察する際、職業奉仕、社会奉仕および国際奉仕の部門を考慮することとする。 
それぞれの委員会は、具体的な権限、明確な目標、および各年度の初めにその年度内に実施する
事業計画を設定するものとする。上述の通り、ロータリー年度の開始に先立ち、クラブ委員会の
ための推奨事項、委託任務、目標、計画に関し理事会に対し説明発表するための準備を整えるに
あたり、必要な指導を施すのは会長エレクトの主要責務である。 
第 11条出席義務の免除 
理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を具して申請することによって、会員は出席
義務規定の免除が与えられ、一定期間を限り本クラブの出席を免除される。 
（クラブ定款第 10 条の各節の規定に基づいて認められた欠席は本クラブの出席記録に算入され
ない） 
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第 12条財務 
第 3 節 
各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年度の収支の予算を作成しなければならない。その予
算は、これらの費目に対する支出の限度となるものとする。但し、理事会の議決によって別段の
指示がなされた場合はこの限りではない。予算は 2つの部分に分けられるものとする。すなわち、
クラブ運営に関する予算と、慈善・奉仕活動運営に関する予算である。 
第 4 節 
会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。クラ
ブ資金は 2 つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営と奉仕プロジェクトに関す
る資金である。 
第 5 節 
すべての勘定書は、会計、または理事もしくは権限をもつ役員 2 名の承認を受けたその他の役員
によって支払われるものとする。 
第 6 節 
すべての資金業務処理は、毎年 1回常任監事によって全面的な検査が行われるものとする。 
第 7 節 
資金を預かりあるいはこれを取り扱う役員は、本クラブの資金の安全保管のために理事会が要求
する保証を提供しなければならない。保証の費用は本クラブが負担するものとする。 
第 8 節 
本クラブの会計年度は 7月 1日より 6月 30日に到る期間とし、会費徴収の目的のために、これを
7月 1日より 12月 31日に至る期間および 1月 1日より 6月 30日に至る期間の二半期に分けるも
のとする。人頭分担金と RI公式雑誌購読料の支払いは、毎年 7月 1日および 1月 1日に、それぞ
れ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。 
第 13条会員選挙の方法 
第 1 節 
本クラブの正会員よって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、
理事会に提出されるものとする。移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元
クラブによって正会員に推薦されてもよい。この推薦は、本条に別な定めのある場合を除き、漏
らしてはならない。 
第 2 節 
理事会は、その被推薦者が標準ロータリークラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満た
していることを確認するものとする。 
第 3 節 
理事会は、推薦状の提出後 30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じ
て、会員維持増強委員会及び推薦者に通告しなければならない。 
第 4 節 
会員維持増強委員会は理事会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目
的および会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、
会員申込用紙に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに
発表することについて承諾を求めなければならない。 
第 5 節 
被推薦者についての発表後 7 日以内に、理事会がクラブ会員（名誉会員を除く）の誰からも、推
薦に対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、その人は、名誉
会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。 
理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会合において、この件につ
いて票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにもかかわらず、理事会で入会が承認され
た場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に
選ばれたものとみなされる。 
第 6 節 
このような選挙後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、当該会員に対して会員証を発行
し、ロータリー情報資料を提供するものとする。その他、会長もしくは幹事が新会員に関する情
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報を RIに報告し、会長が当該新会員がクラブに溶け込めるよう援助する会員を 1名指名し、同新
会員をクラブ・プロジェクトまたは行事に配属する。 
第 7 節 
クラブは、標準ロータリー・クラブ定款に従い、理事会に推薦された名誉会員を選ぶことができ
る。 
第 14条決議 
クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案を審議
してはならない。もしかかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付する
ことなく理事会に付託しなければならない。 
第 15条議事の順序 
開会宣言 
来訪者の紹介 
来信、告示事項およびロータリー情報 
委員会報告（もしあれば） 
審議未終了議事 
新規議事 
スピーチその他のプログラム 
閉会 
第 16条定款記載の例外規定 
当クラブは標準ロータリークラブ定款の一部を定款の例外規定にのっとり以下のように変更する。 
第 1 節定款第 7条 1節（a） 
当クラブの例会は本細則第 5条第 2節記載の通り毎月 2回以上とする。 
第 2 節定款第 10条 1節一般規定（a） 
オンライン出席の場合は理事会の事前承認を必要とする。 
第 3 節定款第 10条 1節一般規定（d） 
当クラブのメークアップ期間は、本クラブの欠席した例会の前 14 日または後 14 日以内に変更す
る。 
第 17条改正 
本細則は、いかなる例会においても改正できる。 
クラブ細則の変更には、当該例会の 21日前に各会員に 
書面による通知を行うこと、投票の定足数を満たす会員が 
出席していること、全票の 3分の 2が変更を支持することが 
義務付けられている。本細則の変更は標準ロータリークラブ 
定款、RI定款、RI細則、ロータリー章典に矛盾してはならない。 
 
附則 
2008年 12月 9日総会にて可決 
2020年 10月 6日臨時総会にて定款可決 
2020年 12月 15日総会にて可決 
2022年 12月 13日総会にて可決 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この活動計画書は障がいのある方が製作し、その製作費は障がい者の就労支援に寄与しています。 

印刷・製本 

社会福祉法人 九州キリスト教社会福祉事業団 

中津総合ケアセンター いずみの園 

ワークセンターシャローム（就労継続支援Ａ型・Ｂ型） 

871-0162 中津市永添 2765-148番地 

電話 0979-64-9059 
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